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第１章 第二次事前評価調査団の派遣 

 

１－１ 調査団派遣の経緯 

独立行政法人国際協力機構（以下、「 JICA」）はグアテマラ国において、1999 年から

4 年間、貧困先住民の生活改善を主眼に置き、開発調査「中部高原貧困緩和持続的農

村開発計画」及びその実証調査を行った。同調査により所得向上・貧困緩和・環境保

全を総合的に取り入れた持続的な貧困緩和事業を含む開発計画が策定された。  

上記開発 /実証調査の終了後、グアテマラ国政府は同調査の成果を活用し、当該地域

の貧困削減を目的とする技術協力プロジェクトを日本国政府に要請した。数次の調査

を経て、1)農民の抱える問題は農業を中心としつつも多様であること、2)農村開発の

機構制度が分散していること、3)農村開発に関わる行政の仕組みとして、住民代表か

らなる開発審議委員会の設置（総括：大統領府）が進められていること、4)実際に農

村で開発事業を実施している NGO や生産者団体といった組織は、技術レベルも様々

であり、連携がとれていないこと、5)農業技術に関しては、農業科学技術庁（以下、

「 ICTA」）が農民に提供できる技術を既に持っているが、その技術が農民に届いてい

ないことが確認された。一方で、実施体制の確認、候補市の確認、対象市の選定、実

施機関と共に PDM 案の作成、他ドナーとの支援重複の調整、他機関との連携体制（特

にコミュニティ開発審議会（以下、「COCODE」）の支援について）等が課題として残

された。 

第一次調査時点では協力の枠組みを対象地域農民の生活改善に広げていたが、今次

調査における原則として、活動対象を農業技術普及体制構築に絞り込むこととした。

その主な理由は、1)農業技術体制構築の緊急性が想定されたこと、2) 農牧食糧省（以

下、「MAGA」）には「農村開発」という広い課題に着手する組織的・体制的準備が

整えられていないこと、3)従って、将来的には「農村開発」に対応し得ることを視野

に入れつつ、要請機関である MAGA が現在の課題と認識している「普及体制構築」に

テーマを絞ることが妥当と考えられたためである。 

なお、詳細については「2-2：行政的観点からのプロジェクト戦略と留意点」で述べ

ることとする。  

 

１－２ 調査団派遣の目的  

 2005 年 3 月に実施された第一次事前評価調査の結果を受け、今次調査では、以下の

事項を目的として、第二次事前評価調査団を派遣した。 

1) 本年 2 月の第一次事前評価調査の協議内容が多岐にわたるものであったため、

今次評価調査では、プロジェクト内容の絞込みと調整を行う（実施体制の確認、候

補市の確認、対象市の選定、他ドナーとの支援重複の調整、他機関との連携）。 

2) PCM ワークショップを通してグアテマラ国関係者に農業技術普及における問題

点やなすべきことといった「気づき」を促進し、オーナーシップを醸成しつつプロ

ジェクトの概略を決定する。 
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3) PDM（案）を作成し、妥当性等についてグアテマラ国側と協議・調整を行う。 

 

１－３ 調査団の構成 

担当  氏名  所属 /役職  

総括 / 
農村開発  

横井 幸生  JICA 農村開発部 第二グループ長  

行政支援  下田 道敬  JICA 国際協力総合研修所 国際協力専門員  
評価分析  山本 郁夫  株式会社アイ・シー・ネット シニアコンサルタント

協力企画  柴崎 麻由子  JICA 農村開発部   ジュニア専門員  
 

１－４ 調査日程 

2005 年 11 月 14 日（月）～12 月 2 日（土）（20 日間）  

・総括 /農村開発は、2005 年 11 月 17 日（木）～12 月 2 日（土）（15 日間）  

・行政支援は、2005 年 11 月 19 日（土）～12 月 2 日（土）（17 日間）  
月日  曜日  業務予定  宿泊地  
11/14 月  17:20 成田（ JL012）→メキシコシティー（柴崎、山本）  メキシコシティー

15 火  09:00 メキシコシティー（MX389）→グアテマラ（柴崎、 
山本）  

14:30 JICA 事務所打合せ  
16:30 在グアテマラ日本国大使館表敬  

グアテマラ  

16 水  08:00 グアテマラ→ケツァルテナンゴ  
14:00 Palestina de los Altos 市役所訪問、意見交換  
15:30 Caserio Nuevo Palmira 地区視察、聞き取り調査  

ケツァルテナンゴ

17 木  09:00 San Juan Ostuncalco 市役所訪問、意見交換  
10:30  Esperanza 地区視察、聞き取り調査  

ケツァルテナンゴ

18 金  09:00 San Carlos Sija 市役所訪問、意見交換  
09:00 メキシコシティー（MX389）→グアテマラ（下田） 
10:30  Aldea Pachute 地区視察、聞き取り調査  
12:00  San Juan Chicalquix Caserio Fuentes 地区視察、聞き

取り調査  

ケツァルテナンゴ

19 土  09:00 San Cristobal Totonicapan 市役所訪問、意見交換  
11:00  Caserio Nueva Candelaria 地区視察、聞き取り調査

13:00  Caserio Patachaj 地区視察、聞き取り調査  

ケツァルテナンゴ

20 日  08:00 ケツァルテナンゴ→グアテマラ  
09:00 メキシコシティー（MX389）→グアテマラ（横井） 
午後  団内打合せ  

グアテマラ  

21 月  09:00  JICA 事務所打合せ  
10:00 MAGA 表敬  
11:00 プロジェクト調整委員会  
14:00 SEGEPLAN 表敬訪問  
14:30 グアテマラ→ケツァルテナンゴ（柴崎、山本）  
15:00 ICTA 表敬訪問  

ケツァルテナンゴ

22 火  08:30 グアテマラ→ケツァルテナンゴ（横井、下田）  
10:00 ワークショップ説明（MAGA、SEGEPLAN、FIS）  
14:00 AGEXPRONT 訪問、聞取り調査  

ケツァルテナンゴ

23 水  09:00 PCM ワークショップ（終日）  ケツァルテナンゴ

24 木  09:00 PCM ワークショップ（終日）  ケツァルテナンゴ

25 金  09:00 PCM ワークショップ（終日）  ケツァルテナンゴ

26 土  08:00 ケツァルテナンゴ→ソロラ  パナハッチェル  



 

Ⅱ－7 

10:00 Santa Lucia Utatlan Pahaj 地区視察、情報収集  
11:00 Santa Lucia Utatlan 市役所訪問、意見交換  
14:00  San Andres Semetabaj 市役所訪問、意見交換  
16:00 Panimatzalam 地区視察、意見交換  

27 日  08:30  ソロラ→グアテマラ  
午後  団内打合せ  

グアテマラ  

28 月  09:00 プロジェクト調整委員会  グアテマラ  
29 火  09:00 ミニッツ協議  グアテマラ  
30 水  09:00 ミニッツ協議  

11:00  事務所報告  
15:00 ミニッツ署名  
16:30 大使館報告  
20:25 グアテマラ（TA524）→ロスアンゼルス（柴崎）  

グアテマラ  

12/1 木  16:20 グアテマラ（MX384）→メキシコシティー（横井、 
下田、山本）  

メキシコシティー

12/2 金  09:00 メキシコシティー（ JL011）→（横井、下田、山本）  
12/2 土  17:05  →東京    

 

１－５ 主要面談者 

【グアテマラ国側関係者】 

(1) 農牧食糧省（MAGA）     

Bernardo López      次官  

Juan Carlos Marenco     次官アドバイザー  

Danilo Gonazlez      協力局協力専門員  

Marco Tulio León         農村事業部長  

Cesar Portillo      農村事業部専門員  

Edgar Cifuentes      ケツァルテナンゴ県事務所長  

Victor Mayorga          同事務所企画・マーケティング課長  

Edgar Pérez          トトニカパン県コーディネーター  

Eduwardo Pérez          ソロラ県組織技術サービス課  

 

(2) 農業科学技術庁（ ICTA）  

Mario Moscoso      ICTA 長官  

Fredy Morales Lóngo     ICTA-CIAL（同庁高原地域研究センター）  

場長代理  

William de León      ICTA-CIAL 研究員  

Edgar Estrada      ICTA-CIAL 研究員  

 

(3) Palestina de Los Alto 市  

Welter Morales         市長  

Rogelio Monteroso        助役  

Manuel López          助役  
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(4) San Juan Ostuncalco 市  

Jose Antonio Calderon        助役 

 

(5) San Carlos Sija 市  

Orlando Calderon                市長 

Verny Obed Santos        企画課長 

 

(6) San Cristóbal Totonicapan 市  

María Luisa Penalonzo         市長  

Haroldo Hernandez         評議員  

 

(7) Santa Lucia Utatlan 市  

Daniel José Canjac         助役  

 

(8) San Andres Semetabaj 市  

Juan Inocente Cuy Matzar         市長 

 

(9) グアテマラ非伝統産品輸出協会連合会（AGEXPRONT）     

Juan Manuel Palacios         ケツァルテナンゴ事務所長  

 

(10) CEDEPEM（現地農業系 NGO）     

José Luis Sigui             代表 

 

【日本国側関係者】 

(1) 在グアテマラ日本国大使館 

四之宮 平祐          特命全権大使 

山内 隆弘          二等書記官 

 

(2) JICA グアテマラ駐在員事務所 

三澤 吉孝          所長 

坪井  創          所員 

松井  恒          企画調査員 

Edwin Kestler          所員  



第２章 第二次事前評価調査の内容と結果 

 

 第一次評価調査においては、農民の抱える問題は農業を中心としつつも多様である

ことから、総合的農村開発の必要性が確認された。前調査は事例調査による集約的な

質的観察を中心としたことから、今次調査では、適宜統計的な標本調査を取り入れて、

プロジェクト対象地域の現状をより詳細に把握することを試みた（2-1 プロジェクト

対象地域の現状）。この結果を受けて、2-2 では行政的観点からプロジェクト戦略と留

意点について検討する。続いて 2-3 において、PCM ワークショップを通じプロジェク

トの骨子を策定することとした。  

 

２－１ プロジェクト対象地域の現状 

２－１－１ 農業 

(1) 自然条件 

西部高原地域とは、標高 1,500m 以上の 9 県にまたがる地域を指し、プロジェ

クトの対象となっている 3 県（ケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、ソロラ

県）は、ケツァルテナンゴ県の南部を除く全てが西部高原地域に含まれる。地

形は起伏に富み、急峻な谷と切り立った尾根からなっていて、火山も幾つか見

られる。標高が高いため、冷涼な気候であり、標高 2,000m 以上の場所では、

12 月から 2 月にかけて最低気温が氷点下に下がる。雨期と乾期に分かれ、雨期

は 4 月～10 月となっている。年間降水量は、700～1,500mm 程度であるが、標

高が高くなると雨量が少なくなる傾向がある。  

対象 3 県の主な土壌は火山性で、一部であるが例外的に沖積土がある。表 2-1

に示すように、土地の 7 割が農地として耕作不適の土地区分 V～VII1に属して

おり、農業耕作可能な土地は限られている。  

 

表 2-1 プロジェクト対象 3 県の土地分級  
ケツァルテナンゴ ソロラ  トトニカパン  土地分級  
面積(ha) ％  面積(ha) ％  面積(ha) ％  

I～ IV（農業耕作適地）   41,000 21.0  31,830 30.0  45,940 36.6
V～VII（農業耕作不適地） 154,100 79.0  74,270 70.0  79,620 63.4

合計  195,100 100.0 106,100 100.0 125,560 100.0
出典：日本工営・ アジア航測（2001 年）、データは 1998 年

 

(2) 土地利用 

グアテマラ国は人口増加が著しく、農家戸数が年々増え続けている。その結

果、1979 年に 7.7ha であった農家 2の平均所有面積は、2003 年には 4.5ha まで減

っている（表 2-2）。対象 3 県は、元々小規模農家が多く、全国平均よりも農家

                                         
1 グアテマラ国の土地分級は、米国農務省の分級システムに従っている。全国の土地分級図は、 1989 年に

国土地理院によって作成されている。  
2   本稿では、個人経営、法人経営、専業、兼業を含む全ての農業経営単位を農家としている。  
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一戸当りの所有面積が少ない地域であるが、同地域も人口増加が激しく、他の

地域と同様に農家の所有農地は減少してきていると考えられる 3。3 県のうち最

も一戸当りの面積が広いのはケツァルテナンゴの 1.8ha であるが、それでも全

国平均の半分以下しかない（表 2-3）。ソロラ、トトニカパンは更に狭くそれぞ

れ 0.8ha、0.5ha である。比較的面積の広いケツァルテナンゴにおいても、北部

の高原地帯は人口密集地であることから、他の 2 県と同程度の農家所有面積と

思われる。調査団が訪れたいずれのコミュニティも起伏に富んだ山間部にあり、

耕作可能地は全て利用し尽し、山の急斜面まで耕作をしているところが随所に

見られた。大多数は所有農地 0.7ha 以下の小規模農家であり、これら小規模農

家の平均所有面積は 0.45ha 程度と見られる（表 2-3）。  

 
表 2-2 グアテマラ国の農地面積・農家戸数・平均所有農地の変遷  

農業センサス実施年  1950 年 1964 年 1979 年  2003 年

農地面積（ha）  3,720,833 3,448,736 4,112,722 3,721,087
農家戸数  348,678 417,344 531,629 830,684
農地面積 /農家（ha）  10.6 8.3 7.7 4.5

出典：国家統計局（2004 年）

 
表 2-3 プロジェクト対象 3 県の農地面積・農家戸数・平均所有農地  

    ケツァル

   テナンゴ
    ソロラ      トトニカパン     全国  

面積（ km2）  1,951 1,061 1,061  108,889
農地面積（ km2）  857 295 217  37,211
農地の占める割合  43.9％ 27.8％ 20.4％   34.1％
b)農家戸数  46,263 34,997 43,136  830,684
農地面積 /農家（ ha）  1.85 0.84 0.50  4.5
a)0.7ha 以下の農家数  35,978 27,109 37,145  375,708

a)が b)に占める割合  77.76％ 77.46％ 86.11％  45.22％

出典：国家統計局（2004 年）

 
表 2-4 プロジェクト対象 3 県の農地利用形態  

 
全国  ケツァル  

テナンゴ  ソロラ  トトニカパン  

単 年 度 作 物

（ha）  
1,415,278(38％) 24,498(29％) 1,179(40％) 13,140(60％) 

永年作物（ha） 619,655(16％) 34,059(39％) 8,977(30％) 41(0.2％)

草地（ha）  890,869(23％) 15,722(18％) 487( 2％) 321(1.5％)

林（ha）  6,021,624(16％) 8,411(10％) 7,559(25％) 7,617(35％) 

その他（ha） 1,931,202( 5％) 3,204( 4％) 731( 2％) 585(2.7％)
注 1) カッコ内は県内農地に占める割合  
注 2) 年作物にはリンゴ、コーヒー等の果樹栽培面積を含む  

 出典：国家統計局（2004 年）  

                                         
3   統計資料「国家統計局（ 2002b） 2000 年生活環境アンケート「グアテマラ貧困プロファイル」、グアテマ

ラ共和国、3 月：Insti tuto National de Estadís tica（ 2002）、Encuesta de Condiciones de Vida ENVOVI 2000 “Perfi l  
de la Pobreza en Guatemala”、República de Guatemala,  Mayo」によると、1981 年、1994 年、2002 年の各地域

の人口は、ケツァルテナンゴ 366,919、 503,857、 624,716、ソロラ 154,249、 222,649、 307,661、トトニカパ

ン 204,419、 272,094、 339,254 と増えている。  
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農地の利用形態としては、全国的には単年度作物に次いで草地の割合が多い

が、対象 3 県では草地が少ないのが特徴である（表 2-4）。なお、ケツァルテナ

ンゴが他の 2 県に比べて草地が多いのは、南部に平野部があるためと思われる。 

 

(3) 農業生産物 

対象 3 県の主な作物は、トウモロコシ、フリホーレス豆、ジャガイモ、野菜、

コーヒー等である。農牧食糧省（以下、「MAGA」）職員によれば、以前は小麦

も盛んに栽培されていたが、取引価格の低下とともに、生産者が減ったとのこ

とであり、現在ではわずかしか栽培されていない。トウモロコシとフリホーレ

ス豆はグアテマラ人の主食であり、訪問したいずれのコミュニティにおいても

栽培されていた。ほとんど自給用であるが、余剰が出れば販売するとのことで

あった。統計資料 4によると、トウモロコシの ha 当りの収量は、ソロラ、トト

ニカパンは全国平均と変わらないが、ケツァルテナンゴは 2.5t と比較的高い数

字を示している（表 2-6）。 ICTA 研究員の話では、南部の大規模農場は改良品

種を導入し、近代的な肥培管理を行っているとのことであり、それらが総収量

を高くしているものと思われる。従って、西部高原地帯の小規模農家の平均単

位収量はソロラ、トトニカパンの示す 1.7t 前後とみられる。ジャガイモはケツ

ァルテナンゴで盛んに生産され、表 2-5 に示されるように全国のジャガイモ生

産量の四分の一を占める生産地となっている。CIAL は、ジャガイモ生産技術

を積極的に開発しており、品種改良も進んでいる。植物培養によるウイルスフ

リー種芋の生産も行っており、その普及に努めている。しかし、農家の ha 当り

の収量は 15t と先進国の半分程度でしかない 5。  
 

表 2-5 プロジェクト対象 3 県の主な農産物生産量（2002/2003 年）単位： t
 

全国  ケツァル  
テナンゴ  ソロラ  トトニカパン

トウモロコシ  1,055,786 39,950 16,470 98,961 
ジャガイモ  102,267 25,038 3,833 679 
フリホーレス豆  104,065 537 834 901 
ソラマメ  2,261 714 43 360 
タマネギ  23,890 3,002 1,271 －

ニンジン  16,633 2,954 3,829 －

出典：国家統計局（2004 年）

野菜は、ケツァルテナンゴとソロラで多く生産され、換金作物として急激に

伸びている。主な野菜は、タマネギ、ニンジン、ソラマメ、ブロッコリー、キ

ャベツ等である。その他、グアテマラ国の主要輸出品目であるコーヒーがケツ

ァルテナンゴとソロラで生産されている。それぞれ全国のコーヒー生産量の

3.8％、7.7％を占めており、両県にとって重要な農産物となっている。果樹は、

                                         
4 国家統計局（ 2004）、第 4 回国家農牧業統計、グアテマラ共和国、1 月：Insti tuto National de Estadís t ica（ 2004）,  

IV Censo National Agropecuario,  Repúbulica de Guatemala,  Enero 
5  FAOSTAT Databases（ http:/ /faostat .fao.org）によると、2003 年の先進国のジャガイモ収量は、日本国 33t/  ha、

スペイン国 27t/ha、フランス国 40t/ha 等となっている。  
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ケツァルテナンゴでリンゴ、桃、ソロラでバナナ、アボガド、トトニカパンで

桃、アボガド等が栽培されているが、限られた量である。ソロラでは花卉の栽

培が多く、全国生産量の 11％を占めている 6。畜産は、豚の飼育数がケツァテ

ナンゴとトトニカパンで全国飼育数の 6.6％と 4.1％に相当し比較的多いものの、

あまり盛んではない。大規模な養鶏場が散見されるが、小規模農家では在来種

が放し飼いされている程度である。  

 

表 2-6 プロジェクト対象 3 県の主な農産物の単位収量（2002/2003 年） 
単位： t/ha

 
全国  ケツァル  

テナンゴ  ソロラ  トトニカパン

トウモロコシ（白）  1.6 2.5 1.7 1.7 
ジャガイモ  15.1 16.1 15.0 9.8 
フリホーレス豆（黒）  0.5 0.2 0.3 0.2 
ソラマメ  0.3 0.3  －  0.3 
タマネギ  17.9 13.5 13.6 －

ニンジン  18.3 16.8 20.4 －

出典：国家統計局（2004 年）

 

トウモロコシは、雨期の始まる 3～5 月に播種し、生育に 7～8 カ月がかかる。

結実してもすぐには収穫せず、乾期になり圃場で乾燥が進んだ頃に収穫する。

小規模農民の栽培方法は古くからの伝統的手法で、種子も自家採取で行われて

いる。収量が伸びる一代交配（ハイブリッド）種子は使われていない。CIAL

は適地適作を念頭に、収量と品質の改善を目指した開発をしており、高原地帯

におけるハイブリッド種子の使用は勧めていないとのことである。  

ジャガイモは 3 月下旬～4 月と 7 月中旬～8 月の 2 回播種され、3 カ月程度の

生育期間の後に収穫される。一般的に栽培されているのは、ロマと呼ばれるオ

ランダ国で育生された品種である。MAGA 職員によると、この品種は生育が遅

いが国内消費者から好まれるので、栽培面積が広いとのことである。スーパー

マーケットに行くと、カナダ国産の輸入ジャガイモが売られているが、品質は

こちらの方が地元産に比べて良く価格も高い。MAGA は、高価格で取り引きさ

れる加工用品種の導入を試みているが、種芋価格が高いこと、肥培管理が難し

いこと、一定水準以上の品質が要求されることから、広く普及するには至って

いないとのことである。現在、加工用ジャガイモは北米からの輸入に頼ってい

るとのことである。  

    野菜は、天水に頼った栽培が多いが、灌漑施設を整備し集約的に行っている

ところも少なくない。  

 

(4) 農産物流通 

トウモロコシ、フリホーレス豆は、前述のように余剰分を市場で販売するだ

                                         
6 花卉は、栽培品目によって販売価格は大きく異なるので、販売額によって比較すべきであるが、データを

入手出来なかったので、ここでは単純に生産量で全国と比較している。  
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けであり、国内でしか流通しないものと推測される 7。野菜は、国内市場と米国

や近隣諸国へ輸出される。ジャガイモは国内向けである。いずれの場合も、中

間流通業者によるマージンが高いことが大きな問題となっている。訪問したジ

ャガイモ生産組合（ケツァルテナンゴ県サン・フアン・オスツンカルゴ市エス

ペランサ村）によると、ジャガイモは、幹線道路沿いに自然発生的にできた集

荷場所まで生産者が運び、そこで業者と取引される。従って、幹線道路までの

効率的な運送手段を持たない小規模農民にとっては非常に不利である。価格は

早朝の方が高く、日中になるにつれて下がり、取引価格は、1 キンタル（45kg）

当り 100 ケツァル（1,550 円程度）から 30 ケツァルの間で変動する。生産組合

では独自の集荷場を設け、取引量をまとめて有利に販売する計画を持っている。

開発調査報告書 8によると、中間業者は、産地集荷場所や消費地の市場で活動し、

集荷、品揃え、包装、運送、中継ぎ販売に従事する。これら業者の経費がかさ

み生産者価格圧縮と消費者価格上昇を引き起こしており、通常、消費地のジャ

ガイモ小売価格は生産者価格の約 5 倍にもなっているとのことである。ジャガ

イモ価格は時期によっても変動し、1～4 月の端境期には 1 キンタル 100 ケツァ

ルを超えるようである。  

野菜についても同様に、中間業者のマージンに比べると小規模農家の手取り

収入が少ない。しかし、一部の生産者は組織化してこの問題に対処していた。

調査団が訪問したソロラ県サン・アンドレス・セメタバフ市パニマサラム村で

は、1960 年代から始まった生産者組合があり、業者との交渉により、固定価格

で契約栽培することを実現している。  

 

２－１－２ 農業技術普及 

1997 年に MAGA の構造改革が行われたことから、それまで普及活動を担ってき

た農業技術普及局（以下、「DIGESA」）、畜産普及局（以下、「DIGESEPE」）が

解体され、普及業務の一部が元々研究機関であった ICTA に移管された。しかしな

がら、現状では ICTA の普及活動に対する十分な予算や人材が確保されておらず、

特別に予算が付いた時以外は農家に対する技術の普及はほとんど行われていない。

MAGA ケツァルテナンゴ県事務所では、DIGESA の職員のうち MAGA と雇用契約を

結んでいる者が現在約 40 名いる。彼らは普及の目的で雇用されている訳ではない

が、一部の者は、いくつかの地域において引き続き農民の要望に応じて農業技術に

関する講習を実施している  

農民は、DIGESA、DIGESEPE が存在した頃は農業技術普及員が来て技術の移転を

してくれたが、その後、誰も来てくれなくなったと話していた。なお、 ICTA の認

知度が農民の間で低かったことから、 ICTA の普及活動がきわめて限定的なものと

なっている様子が伺える。  

  MAGA は、構造調整の下、政府をスリム化する過程で DIGESA と DIGESEPE を廃

                                         
7
 開発調査報告書「日本工営・アジア航測（ 2001）グアテマラ国中部高原地域貧困緩和持続的農村開発計画

調査主報告書、JICA、7 月」では、こうしたトウモロコシの 10％程度が市場に回っていると推定している。  
8
 日本工営・アジア航測（ 2001）  



 

Ⅱ－14 

止してしまったことを悔やんでおり、農民に対して農業技術が普及しない弊害を感

じていた。普及を実施したいものの、予算的な制約やアイディアの不足から対応に

苦慮しているのが見受けられた。このことからも、本協力はグアテマラ国側のニー

ズに合致していると言える。  

 

２－１－３ 農村社会 

プロジェクト対象地域の人口、先住民比率、教育・保健、インフラ整備状況につ

いては、付属資料 6 を参照。  

(1) 開発審議会制度 

グアテマラ国政府は、2000 年代に入り地方分権化を進めており、2002 年に、

「地方分権化法」「地方自治体法」「都市・地方開発審議会法」（Ley de Consejos 

de Dessarollo Urbano y Su Reglamento）の 3 法が成立した。  

都市・地方開発審議会法は、民主的プロセスによるコミュニティレベルから

国レベルまでの開発計画策定と関係する官民の多機関を調整するために、開発

審議会制度を定めた。同制度は、5 つの段階の審議会（コミュニティ開発審議

会（COCODE）、地方自治体開発審議会（COMUDE）、県開発審議会（CODEDE）、

地域開発審議会（COREDE）、国家開発審議会（CONADE））を設置しており、

コミュニティ改善のためのプロジェクトは COCODE から順に上位の審議会へ

申請され、そのつど優先順位が決められていき、承認されるとそのプロジェク

トに対して予算が認められるというシステムになっている（図 2-1）。  

予算決定

総括：大統領府

CONADE
（国家開発審議会）

COREDE
（地域開発審議会）

CODEDE
（県開発審議会）

COMUDE
（市開発審議会）

COCODE
（コミュニティ開発審議会）

実施機関

実施依頼

機関間の活動調
整、
政策履行の評価等
の実施

政策の策定

プロジェクト選
定

予算配分（案）提出

予算

実施

 
 

COCODE は、村長（コミュニティ長）と総会で選出される最高 12 人までの

委員で構成されている。COMUDE は、市長が議長になり、COCODE 代表、市

委員会委員（市議会議員）、地域内の公共機関代表（省庁の県事務所等）、民間

団体代表で構成されている。開発新議会制度が発足して間もないため、その主

旨は必ずしも十分に理解されておらず、自治体によっては審議会が設置されて

図 2-1 市（ムニシパリティ）の組織図  
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いないところもある。  

COCODE による申請は市の予算と関連しており、市から国への予算申請時期

が 8 月であるため、その 2～3 カ月前に市の計画課から COCODE にプロジェク

トを申請するように指示される。プロジェクト予算の負担は市と国と住民の 3

者が分担することになっている。現在のところ、COCODE からの申請はインフ

ラ整備しかないようであるが、これは申請内容をインフラに限定しているため

ではなく、グアテマラ社会投資基金（FIS）等資金提供側がインフラしか支援し

てこなかったことが原因である。  

訪問した市においては、地方分権化が進んだことにより市レベルの自治権が

強くなっていると同時に、COCODE の設置等を通じて地方の民主化も進みつつ

あるように見受けられた。市の行政組織は市の規模によって異なるが、概ね図

2-2 のようになっている。  

自治体協会
（COOPERACIÓN

MUNICIPAL）

市長
（ALCARDE

MUNICIPAL）

秘書
（SECRETARIA）

財務官
（TESORERO）

財務官
（TESORERO）

秘書
（SECRETARIA）

住民登録係
（REGISTRO

DE
VECINIDAD）

民事登録係
（REGISTRO

CIVIL）

警察、水道、
清掃、文書、
受付

計画室
（OFICINA MUNICIPAL DE

PLANIFICACÓN）

アドバイザー
（ASESORIA）

調整役
（COORDINADOR）

COMUDE
副市長／市長補佐

（ALCARDES
AUXILARES）

 

    

(2) コミュニティ 

図 2-2 にある副市長 /市長補佐（ALCARDES AUXILARES 以下、「AA」）は、

市長を補佐する補佐官とコミュニティの伝統的な行政組織の長を指す場合があ

る。AA は法的には定められていないものの、後者の場合、AA を中心とした伝

統的な組織が市と地域住民を結ぶ役割を果たしている。AA を中心とした伝統

的な組織は、AA の他に副 AA、森林担当、学校担当、秘書、財務担当等で構成

されている。AA がコミュニティの代表者であり、この組織がコミュニティレ

ベルにおける実質的な行政単位として機能し、コミュニティ内の問題解決の他

にもプロジェクト実施のための陳情、また諸開発審議会を通じてコミュニティ

内インフラの維持等を行っている。AA は総会で決定され、総会がコミュニテ

ィの最高議決機関である。COCODE は、この組織をベースに設置されていると

図 2-2 市（ムニシパリティ）の組織図  
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ころが多いようである。AA とは別にアルカルデ・インディヘナという職位が

置かれていることがある。これは 50 年ほど前からの制度で、スペイン語が出来

ない先住民を治めるために設けられた職であり、月に 1 回長老会を開き伝統的

な儀式を取り仕切っている。  

 

(3) ジェンダー 

       グアテマラ国は男性優位社会であり、女性の政治参加は極めて限られている。

女性の役割は、住んでいる地区や個人によっても違うが、おおよそ、炊事、薪

及び飲み水の運搬、市場への買出し、洗濯を含む家屋の清掃、除草、織物、他

の農家での賃金労働、家畜の世話等であり、その作業量は膨大で過酷なもので

ある。NGO 等の協力を得てコミュニティ内に女性グループが結成されていると

ころもあり、例えば、ジェンダーと保健関係の活動をしている NGO のマヤ女

性協会は、コミュニティ内に女性グループを作り家庭菜園の指導等を行ってい

る。  

 

(4) 出稼ぎ・移民 

西部高原地帯では、農地面積が狭く、充分な農業生産を上げることが出来な

い農家が多いため、仕事のある海岸部へ出稼ぎに行き、サトウキビ農園等大農

場での賃金労働を行うことが多い。家族全員で出稼ぎ地へ移動し、しばらく滞

在した後再び帰って農業に従事する場合もある。海岸部での仕事はサトウキビ

農園等大農場での賃労働が多い。また、米国への移民も多く、家族にとっては

移民からの仕送りが家計の大きな助けとなっている。コンクリート作りの立派

な家を見かけたが、これは米国移民からの送金で建てたものが多いとのことで

あった。2002 年の国家統計によると、家族に外国移民がいると答えた世帯は、

全国で 13 万 2,228 戸ある。そのうち、ケツァルテナンゴが 10.3％、ソロラが

0.9％、トトニカパンが 5.0％を占めている。訪問したソロラ県サンタルシア・

ウタトラン市の幹部職員の話では米国への移民を志す人の多くは、不法入国に

2、3 回挑戦している。多くの人は、取締りや事故などにより米国への入国を果

たせないでいる。入国に成功した人たちは、まず移民するために借りた借金を

返済し、その後本国に送金を行い、生活に余裕が出来たらグアテマラ国にある

家を改築し、車を購入した後グアテマラ国に帰国する。しかしながら、帰国し

ても農業収入が十分に入らないため次第に蓄えを使い果たし、最終的に車を売

り再び移民となる、というサイクルを繰り返しているそうである。このような

移民に頼らずに、自国内で十分生計維持が図れるような環境が望まれている。  

 

２－２ 行政的観点からのプロジェクト戦略と留意点 

 第一次調査時点では協力の枠組みを対象地域農民の生活改善に広げていたが、今次

調査においては、原則として活動対象を農業技術普及体制構築に絞り込むこととした。

以下ではその理由を含め、支援体制、プロジェクト戦略等について、ガバナンスの観

点から言及する。 
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２－２－１ 農業技術普及体制廃止の小規模農民への影響と、その構築の緊急な必

要性 

  1997 年に IDB 等の提言に基づき政府は農業技術普及を民営化することを打ち出

し、当時多くの普及員を抱えた巨大な組織であった DIGESA、DIGESEPE を解体し

た。ところが、民間セクターが十分育っていない当国の環境の中での「普及の民営

化」は名ばかりで機能せず、事実上国内に農業技術の普及システムが存在しないと

いう状況に陥った。ICTA を中心として十分に有益な技術が開発されてきたにもかか

わらず、その成果を実際に農民の手に及ぼす体制がないため、先住民が大多数を占

める小規模農民の多くが農業技術支援を受けることが出来ずにいる。結果、当国の

農業生産の発展、ひいては農民の生活は深刻な打撃を受けてきた。  

  現在、グアテマラ国政府はこの事態を深刻に受け止め、ICTA 等で開発された農業

技術の普及体制を構築することの緊急性、重要性に気付き始めていることは前回調

査時にも確認されたことである。このことは新政権が出した農業セクターの政策ペ

ーパーである『農業政策 2004-2007』にも明記されている 9。今回普及体制構築へ向

けた政府としての政策の明確化が再確認されたことは本件の戦略策定にとって大

きな要素である 10。  

  調査団としても、このような状況は適切ではないと判断し、以下の考慮も踏まえ

た上で、当国の小規模農民の抱える最も根本的かつ緊急に是正されるべき問題はこ

の点にあると結論付けた。  

２－２－２ 農業技術普及サービスの提供主体と地方自治体の役割について  

  多くの国で進められている地方分権化において、保健医療、初等教育、ゴミ処理

等と共に農業技術普及サービスがその対象になっているケースは多い。ところが当

国では、農業技術普及については地方自治体への権限移譲は行われていない。この

点を明確に認識しておくことが必要である。  

  一口に地方分権化と言ってもその性質と程度により大きく分けて、  

1) Deconcentration（中央省庁の業務をその出先機関に分散する権限分散化）  

2) Delegation（中央の業務を地方自治体に委任すること） 

3) Devolution（権限と責任を中央から地方自治体へ移譲すること、本来の地方分

権化） 

の 3 種類に分類される。グアテマラ国の農業セクターにおいては 3)ではなく 1) 

であると共に、民営化を「分権化」の一部とみなしている 11。実際の公的部門の農

業技術普及サービスは、細々ながらも MAGA の地方出先機関である各県 MAGA 事

務所が管轄しており、地方自治体には農業技術普及サービスの機能を担う部署、人

員は存在しない。初等教育や保健医療とは異なり、農業技術普及については少なく

とも現時点では地方自治体がサービス提供の主体となっていない。 

                                         
9   Polí t ica Agropecuaria y Sectoral（ 2004-2007）  MAGA, GUATEMALA, Mayo 2004, P5 
1 0  農業普及の民営化を推奨した米州開発銀行（ IDB）の職員自身も、それについては誤りであったと考えて

いるとのコメントを今回の聞き取りの中でも MAGA 職員から受けた。  
1 1  上記 ”Polìt ica Agrìcola 2004-2007” p.6 ‘3.  DECENTRALIZACION’に言及されている。  
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２－２－３ 開発審議会制度（COMUDE/COCODE）について 

  地方自治体同様、COMUDE/COCODE についても、農業技術普及について役割を

果たす状況にはなっていない。これら地方開発審議会の主要関心事は保健医療や教

育、森林、水資源等であり、農業技術普及は殆ど含まれていない。COCODE におけ

るコミッティーも農業については設立されていないし、COMUDE の会合にも教育省

出先機関や環境省出先機関は出席しているが、MAGA からは殆ど出席がない。ただ

し、数は少ないが農業関連の要望がある場合は、COMUDE を通じて MAGA に申請

されるケースも見られる。この点については、市レベルの COMUDE では農業関連

の委員会の設立が審議会法で義務付けられていないこと、県レベルの CODEDE では

メンバーに農牧業の代表者を含めることが審議会法で決められていること等、「審

議会法」が各レベルの審議会と MAGA との関わりの度合いに影響していると思われ

る。いずれにしても審議会法が農業を排除したり、MAGA が審議会との関わりを避

けているわけではないことは確かであり、下段 2-2-6 で言及する通り、COCODE、

COMUDE のラインを活用することは、普及体制の構築において一つの有望な選択肢

となり得るであろう。   

 

２－２－４ 農業技術普及に関する実際の現状 

  上記 2-2-1 の通り、普及体制が公式には「民営化」され、MAGA 内の体制が消滅、

もしくは規模が劇的に縮小したことを調査団としては深刻に受け止め、現地調査前

にはその構築についても必ずしも楽観的ではなかった。調査前には県事務所の普及

人員は 4～5 名という情報であった。  

ところが、現地に入って確認したところ、確かにソロラ、トトニカパン両県の状

況はその通りであったが、ケツァルテナンゴ県では 40 名前後の普及員が残ってい

ることが確認された 12 13。また、退職した元普及員もその近隣地域に留まっている

者が多く、潜在的には活用可能な人材であるとのコメントも得られた 14。  

他方、政府の公式普及体制が消滅したことから、この地域で活動してきた NGO が、

活動地域の対象農民の必要に駆られて、農業技術の普及活動を「肩代わり」して  

いるというケースも確認された。また、農民自身が自己防衛のために自らを組織化

して輸出用野菜栽培のノウハウを持った中間業者と交渉して技術移転を受け、作物

の多様化に成功したような事例も稀に確認された 15。  

このように、政府の普及体制消滅の「怪我の功名」とも言えるオルタナティブな

                                         
1 2  MAGA が DIGESA、DIGESEPE を解体した際に普及員を解雇したものと思われてきたが、実際には法的に

普及員レベルの職員を一方的に解雇することは不可能であり、各自の希望退職の形を取らざるを得なかっ

た。普及員の多くは退職したが、ケツァルテナンゴ県では留任を希望したものが多かったためにこのよう

な差ができたという説明であった（MAGA ケツァルテナンゴ県事務所の説明）。  
1 3  但し、一般の普及員は勤続 20 年になると年金を受け取る資格が生まれることから、これを区切りに一応

の「目的」を達成して留任への動機を失い、退職するものが出る可能性があることも指摘された。この点

は要注意。しかし同時に普及員の中には自分の仕事に愛着を感じている者も多く、適正な動機付けを維持

できれば仕事を続ける可能性は低くないとも言及された。  
1 4  MAGA ケツァルテナンゴ県事務所幹部  
1 5  但し、中間業者との関係については、収穫物の販売に係る依存体質を招き、それが搾取に繋がったり、市

場価格低迷時には買い上げを拒否されたりという結果に繋がりかねないという「両刃の剣」である。これ

らをどうコントロールするか、自己防衛出来るかも重要な課題である。  
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普及体制が、規模は小さいとは言え様々な形で育ってきていることは注目に値する。 

２－２－５ 結論：組織的観点から見たプロジェクトの戦略 

本件は元々MAGA からの要請により、高原地域の先住民小規模農民の支援を趣旨

として検討されてきたものである。そしてその検討にあたり、農業技術のみに焦点

を当てることでは小規模農民の生活向上には有効に繋がらず、教育、衛生、栄養、

医療その他の観点も含めて、より包括的に対象農民の生活改善を図ってゆく必要性

が議論されてきた。  

しかしながら、今回の調査を通じて確認された実態を踏まえると、農業技術普及

体制の長年にわたる欠如が当国農業発展と小規模農民の生活に及ぼした悪影響は

顕著であり、その構築こそが最も緊急かつ重要な課題であると判断される。更に、

グアテマラ国政府自身が長年の普及体制不備の反省に立ち、その構築を重視し始め

ていることも重要な要素である。  

第一次調査においては、プロジェクトの枠組みが「農村開発」と広範囲であった

ことから、開発審議会を中心としたプロジェクトの実施体制が想定された。しかし、

本調査結果を踏まえて、プロジェクトの目標を農業技術普及体制に向けた場合、重

要な役割を果たす公的機関は MAGA となる。現在の MAGA には、農村開発という

新たな課題に着手するための組織的準備が整えられていないが、将来的には農村開

発分野への対応も視野に入れ、まずは農業普及体制の構築に焦点を当てることが妥

当と判断される。  

農民の生活改善、農村の包括的開発を考える際、農民、コミュニティ自身及びそ

れを支援する諸組織（NGO、政府その他）のエンパワーメント、能力開発を通じた

自立発展的な発展の構図を描くことが重要である。そのためには、先ず一つの具体

的目標を設定し、コミュニティ自身及び関係組織を動員し、着実に能力と経験を蓄

積する方が現実的である。その上で、一つのことを行うことを通じて身についた受

益者それぞれの能力を持って、他の課題に発展させてゆくことが戦略としてより有

効であると考える。実際今回調査で訪れた村の一つでは、コミュニティの中の農民

青年有志が組織化して農業技術を中間業者から習得し、輸出用野菜栽培に成功した

ことからコミュニティとしてのエンパワーメントが加速したケースを確認出来た。

この村では上記の一つの経験を通じて組織化が進み、自信と動機が強化されて行政

との交渉力も獲得し、電気や水道、道路舗装等を勝ち取ってきた。また、開発審議

会制度についても他の村に比べはるかに体制導入が容易で、活発な活動を行ってい

る。本事例は、農業技術普及という一つの目標で始まった人々の努力がコミュニテ

ィのエンパワーメント及びその結果としての複合的生活改善に繋がった好例であ

る。  

従って、本件においては現時点で農民にとって最も緊急に必要と考えられる普及

体制構築を直接の柱としつつ、諸活動を通じてコミュニティ及び関係者のエンパワ

ーメントを行い、農村における包括的開発の下地を作る戦略をとることが適当と考

える。他方、本件を通じて関係者のエンパワーメントを図ることの重要性を周知徹

底し、本件が技術的な普及のみに終わることのないよう常に留意する必要がある。 
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２－２－６ その他の留意点 

上段 2-2-4 でも言及した通り、グアテマラ国では政府による農業技術普及体制の

不備を補うものとして、NGO その他様々なアクターが普及を担うものとして出現し

ているという利点がある。また、COCODE/COMUDE はボトムアップの開発推進、

住民と行政との協働を可能にする機構として期待されている。もし COCODE の中に

他の分野の委員会に加えて農業委員会が設立され、COMUDE の中に農業部門ができ

れば、また市役所の技術ユニットの中に農業技術者が加えられれば、地方分権体制

下での農業技術普及体制の一つの有力な選択肢となり得る。これらの点はグアテマ

ラ国関係者との協議においてもその重要性を強調したところである。  

このように多様なアクターが出現し、興味深い可能性を秘めた多くの普及体制モ

デルが考えられるところであるが、従来はこれら多様なアクターが無秩序に活動を

行ってきたために戦略的な普及体制にならず、限られた人的資源が効率的に使われ

てこなかった。これら多様なアクターを慎重に発掘し、交渉して一つの統合的体制

の下で整合性を持った活動が可能になるか、戦略的な普及体制が可能になるかが本

件の鍵である。  

そのためには、第一に、日本国側投入として、広い意味でのコミュニケーション

能力に長け、組織化、参加型地域社会開発に長じた人材を長期専門家として派遣す

ることが極めて重要である。第二に、上記専門家を中心に、MAGA 県事務所、ICTA

の C/P を十分に巻き込み、彼らのモチベーションを高め、彼らの主体性を尊重しな

がら活動を進めることが重要である。その上で、第三に普及アクター 16として可能

性のある様々な組織、個人を慎重に発掘、同定し、プロジェクトに取り込んでゆく

プロセスを進めることが肝要である。本件で確立し、試行し、広く提示すべき普及

体制のモデルを模索すると同時に、そのモデルを適用するプロジェクトサイトを慎

重に選定することになる。これらの点から、今次調査では予めプロジェクトサイト

を決めてしまうのではなく、選定そのものをプロジェクトの活動プロセスの重要な

一段階として位置付けた。日本人専門家にはグアテマラ国側 C/P と共に、そのため

の慎重な調査と、組織化の地馴らし（Participatory Approach［参加型アプローチ］

でいうところの Social Preparation）を行うことが求められる。  

参加型アプローチ（PA）では、案件形成の過程で受益者・対象住民を含めた関係

者の参加を求めてワークショップを行い、これを以って参加型で出てきた住民のニ

ーズという認識は持たない。コミュニティにおいて真に住民の意思による内発的な

発展過程を伴った開発事業を進めるためには、①意識化、②組織化、③能力強化、

④ネットワーキングという 4 つの過程を経る必要があるというのが PA の基本的概

念である。その中でも①と②が事業の前提条件として重視され、特にこの部分を指

して Social Preparation と呼んでいる。住民が意識化を経て自分たちの問題を適正に

認識して真に必要な変革へのニーズを同定し、自己組織力を高めるという下準備を

しておくか否かによって、住民自身が事業を推進し、その経験を更なる能力強化に

                                         
1 6  本稿では、普及活動目的に団体・組織に雇用された個人を普及員といい、普及に関与する全ての個人、団

体、組織を普及アクターと称している。  
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繋げてゆく螺旋状の発展過程の軌道に乗ることが出来るか否かが決まるというの

がその考えの基本である。今回のような 2、3 週間の調査では、多様なアクターと

それら各々の組織、能力、関心その他の正確な把握は不可能であり、この段階を曖

昧にしたまま普及モデルやその適用サイトを確定してしまうことは、PA の観点から

は、上記①②による Social Preparation を踏まずに事業に入ることを意味し、自立発

展性のある成果は望めないということになる。また、今回の聞き取りで、開発調査

案件時の実証調査では、サイト選定もそこでの活動も MAGA 県事務所の C/P を全く

巻き込まずに行われたために、現地コミュニティの事情を勘案しないモデルを進め

て失敗したのだという批判が聞かれた。  

また、普及アクターとしては様々な候補が考えられる。これらのアクターの長所

短所を考慮すると、普及体制の様式はいくつか考えられる。これらは付属資料 5 の

通りである。なお、その際にはコミュニティ内のリーダーを見出し、彼らに農業技

術普及の一端を担ってもらうという戦略も有効である。村内に展示圃場を設けて実

際に村人にその効果を目で見てもらうという方法も考えられる。これらの点につい

てもミニッツの別添で言及した。  

最後に、県レベルでのモデル構築について言及する。既に見たように、ケツァル

テナンゴ県とソロラ、トトニカパンの両県の間には MAGA 県事務所の実施体制に現

時点で大きな差がある。ケツァルテナンゴ県は、MAGA が雇用する普及員の数が 40

名程度いる上に、普及アクターとなり得る NGO の情報も有しており、他の 2 県よ

りも比較的実施体制が整っている。このことから、ケツァルテナンゴ県は 2 県に先

行して、普及体制の構築を開始することが適切と考える。ソロラ県及びトトニカパ

ン県 MAGA 事務所は、潜在的な普及アクターに関する充分な情報を有しておらず、

MAGA 普及員の数も少ないことから、先ず潜在的普及アクターに関する調査から活

動を開始することが望ましいだろう。ケツァルテナンゴ県 MAGA 事務所は他 2 県の

MAGA 事務所に対し、先行例から導き出された教訓を提示することが可能であるこ

とから、2 県はこれらに留意しつつ、各県の状況に適切な体制を構築するものとす

る。  

 

２－３ PCM ワークショップ 

２－３－１ 目的 

これまでの調査結果分析及び第 1 次事前評価調査時のワークショップの結果から、

第 2 次事前評価調査団は、「 ICTA には既に対象地域農民に有益な農業技術が蓄積さ

れており、問題はそれを普及する体制が出来ていない」ことが、農村開発の一つの

中心課題であり、このことを解決することで高原地域の貧困削減に大きく寄与でき

るとともに、構築された体制を通じて、将来的には農業技術普及以外の分野におい

ても農村住民の生活向上のために役立てることが出来るのではないかと想定した。 

そこで「技術があるのに普及出来ていないのはなぜか」「農民が必要としている  

農業技術を的確に普及出来るようにするためにはどうしたらよいか」を明らかにし、

これらをベースにしたプロジェクト概略を策定することを目的に PCM ワークショ

ップを実施した。  
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２－３－２ 方法 

  はじめに PCM の基本的な考え方と計画立案手法の概要説明を行った。この後同

手法に基づき、関係者分析、問題分析、目的分析を行った。続いて、グアテマラ国

側からの要請内容と日本国側の協力可能内容についての確認分析を通してプロジ

ェクト内容の大枠を決定し、これに基づいて PDM（案）の作成を行った。  

 

２－３－３ 結果 

(1) 実施概要 

    ワークショップは、ケツァルテナンゴ市で行われ、全体ワークショップの前

日に経済企画庁（SEGEPLAN：グアテマラ国の援助窓口機関）、MAGA、 ICTA

の関係者に対するワークショップ内容説明と予備的な関係者分析を実施した後、

11 月 23 日から 25 日までの 3 日間、これら政府機関に加え、プロジェクト実施

予定の 3 県から予めグアテマラ国側から選ばれた 5 市の行政官、コミュニティ、

生産者組織、NGO 等延べ 79 人の参加を得て行われた。  

ワークショップでは活発に意見交換が行われ、分析作業が進められた。活動

の詳細、外部条件や指標設定等、検討事項が残され PDM 完成には至らなかっ

たものの、プロジェクト案の骨子をほぼ固めることが出来た。また、ワークシ

ョップ終了後の参加者からのコメント等から参加者の問題認識が深められ参加

意識が高まったと感じられることから、ワークショップの目的は達成したと判

断される。  

 

(2) 分析結果と成果 

1) 関係者分析 

第一次調査において西部高原地域の総合的農村開発についての関係者分析

を行っているが、総合的農村開発の分析対象者の多くは農業技術普及の関係者

でもある。従って、関係者の特徴、強み、弱みについては前回調査の結果をレ

ビューするだけにとどめ、今回農業技術普及の関係者の分類と、主要な関係者

が農業技術普及にどういう役割を担えるかを議論した。 

【アウトプット】関係者分析図（付属資料 2 添付 1 PCM ワークショップ結果:   

a) 関係者分析参照） 

【要点】 

 30 以上のアクターが農業技術普及に関係していることが確認され、このうち  

から主要な役割を果たす 12 のアクターを選定し、それぞれの農業技術普及

において期待される役割を整理した。  
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関係者の分類 

a) 受益者：農民、COCODE、COMUDE、生産者組合、女性グループ、農民の  

家族、米国移民 17、商売人 18 

b) プロジェクトにより悪い影響を被る可能性のあるグループ：中間流通業者、 

悪い種子の販売業者 19 

c) 決定者：MAGA、 ICTA、 JICA、生産者、COMUDE 

d) 実施者：MAGA、 ICTA、 JICA 

e) 協力者：NGO、グアテマラ社会投資基金（FIS）、市長 20、市審議会、自然資      

源環境省、SEGEPLAN、市の計画課、グアテマラ非伝統産品輸出協会連合会

（AGEXPRONTO）21、農業高校、大学、職業訓練庁（ INTECAP）、農村開発

銀行（BANRURAL）  

f) プロジェクトに反対する可能性あるグループ：プロジェクトに参加出来な    

い近隣住民、中間流通業者、悪い種子の販売業者、プロジェクトに参加出来

ないコミュニティ  

g) 財政負担者：JICA、MAGA、ICTA、NGO、コミュニティ、市、COCODE（管  

理部門）、FIS 

 

各関係者の農業技術普及における役割 

a) 農民：研修普及の受け手、普及技術の評価、技術改善の提案、普及技術の  

実践、リーダーによる農業技術普及、商品化の推進、ローカルマーケットの

強化  

b) COCODE：計画と共同活動、リーダーの養成、コミュニティのプロジェクト   

優先順位付け、普及支援、会合の招集、問題の特定、プロジェクトの結果と

評価の監視  

c) COMUDE：協力・計画の管理、市レベルでのプロジェクト優先順位付け、  

管理運営の支援、決定権の行使  

d) FIS：資金共同負担、技術支援、管理運営面での支援と資金共同負担、コミ  

ュニティ能力強化  

e) 生産者組織：リーダーの養成、農村ニーズの特定、改善技術の適用、プロ  

ジェクトの実施、農業技術普及、改善技術実践の維持、組織強化、技術取得

と一般化の促進  

f) MAGA：プロジェクトのモニタリング・評価、戦略策定と他地域への普及、 

普及支援と決定への参加、広報、コミュニティ組織化、技術支援、研修、生

                                         
1 7  米国から郷里へ仕送りをしているグアテマラ人移民にとって、母国の家族の農業収入が増えれば、仕送り

の負担が減るという意味での受益者。  
1 8  農家収入が増えれば生活用品、農業資材の購入額が増えるという意味での受益者。  
1 9  プロジェクトにより ICTA の優良種子が普及することを仮定しての意見。  
2 0  インフラ整備に関心が集中し、農業技術普及に関心の無い市長も多く、反対者として分類すべきとの意見

もあったが、プロジェクトが始まれば、協力者へ変わる可能性があるとして協力者へ分類することで合意

した。  
2 1  この協会は、ケツァルテナンゴを中心とした西部 8 県の輸出に関心のある生産者の集まりである。農産物

を中心に比較的新しい輸出品目について、海外市場調査、統計情報提供、研修等を行っている。野菜等の

生産技術ガイドブックも作成している。  
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産物の衛生登録・認定手続きの支援  

g) ICTA：農業技術普及、受益者能力強化、農業技術開発、広報、技術支援  

h) JICA：財政負担、技術支援、アドバイス、専門家による支援、プロセスの  

促進、広報、特殊技術の研修、  

i) NGO：農業技術普及支援、プロジェクト資金共同負担、農民支援の共同実  

施、技術支援機会の提供、商品化支援、農業技術普及、生産物改善、長期的

な関与  

j) 非伝統的産物輸出協会：市場の特定、組合の市場開拓支援  

k) SEGEPLAN：プロジェクト企画の支援  

l) 市の計画課：統計情報の処理、プロジェクトの設計・計画・管理、地元組  

織へのアドバイス、COCODE/COMUDE への政策的・技術的支援  

 

2) 問題分析 

農業技術普及に関する係る問題に絞り込んで、問題点の抽出・分析を行った。 

【アウトプット】目的分析系図（付属資料 2 添付 1 PCM ワークショップ結果：  

b)-1 問題系図、b)-2 目的系図参照）  

【要点】 

 中心問題 

プロジェクトの要請背景に「 ICTA の持っている技術が農民に活用されていな

い」という MAGA 側の問題意識があったため、この問題を構成する問題群の分

析を進めた。ICTA 以外にも有用な技術を持っている所があるが、この技術も同

じように農民に活用されていないという問題も提起された。いずれにせよ、技

術が活用されないのは、農業技術普及活動が不足しているためであり、中心問

題は「農業技術普及を促すメカニズムが不足している」ことだという結論に達

した。  

 上位の問題 

中心問題と同等レベルの問題として、「農民の技術受容環境が不十分である」

こと、中心問題の上位に前述の 2 つの「技術が活用されていない」という問題

があること、その上位の問題として「農民が適切な生産技術を知らないか、あ

るいは適用していない」こと、更にその帰結として「農民の農業生産性が低い」

状態があるという認識で一致した。  

 

中心問題を構成する問題と問題群の分析 

    中心問題を構成する問題群として 7 つあることが確認され、それぞれの問題

群は下記のように分析された。  

2)-1 コミュニティにおいて、 ICTA の情報が不足している。 

ICTA という研究機関があり、新しい技術を持っていることを知っている小 

規模農民は極めて少ないということは、現地住民インタビューでも確認されて
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いる。この原因は、a)ICTA と MAGA の広報があまり戦略的に行われていない、

b)ICTA を紹介する農民向けの適切な資料が不足している、c)言葉の壁があり生

産者とのコミュニケーションが不十分である、d)識字率が低い、ということが

確認された。  

 

2)-2 NGO やその他の組織が ICTA の技術を十分普及させていない。  

ワークショップでは、NGO による農業技術普及が組織間調整無しに行われて

いることが、1 つの原因として合意された。それぞれが独自の情報源に基づい

て異なった方法で普及すると、指導を受ける農民は、どれを信じていいのか分

からなくなり混乱するので、確かに組織間調整が無いことは問題である。しか

し、ワークショップでは議論されなかったが、NGO その他の組織が ICTA の技

術に接する機会が限られていることも一因と考えられる。これについては、上

記 1)の a)の帰結でもある。この点、ワークショップでの分析は不十分であった。 

 

2)-3 MAGA の農業技術普及体制が機能していない。 

これについて、大きく分けて次の 3 つの問題群が確認された。a)政策的問題：

政府の規模縮小を促す海外からの政治的圧力とそれに伴う行政サービス民営化

の流れのなかで、MAGA の農業技術普及担当部局が廃止された。このため、農

業技術普及を行う公的機関が無くなった、b)財政的問題：農業技術普及のため

の予算が不足している、c)実務的問題：普及員が十分に機能していない。c)に

ついては、その原因として、ｱ)活動意欲を高めるような給与が支払われていな

い、つまり、普及員が活動出来る環境にない、ｲ)普及員としての能力のある人

がいるにもかかわらず活用されていない、普及員が不足している、ｳ)農業技術

普及プログラムがない、ｴ)言葉の壁により農民の技術理解に限界があり普及員

と農民のコミュニケーションがうまく行われていない、ことが確認された。こ

れらの一部は、a)b)の帰結でもあり、政策・財政に問題があることがよく分か

る。  

 

2)-4 普及アクターが自分の興味のある農業技術しか普及させない。 

この問題の原因として、統率する機関が無いことだけが指摘された。その原

因を更に分析すると、MAGA の普及担当部局が無いこと、NGO 等による農業

技術普及の調整がなされていないことが挙げられよう。 

 

2)-5 技術開発改善のための農民の真のニーズが ICTA に十分届いていない。  

この問題は調査団側から提起した問題であるが、反論なく受け入れられた。

この原因として次の 3 つが確認された。a)ICTA の人材は限られているため、業

務範囲に限界がある、b)市に駐在している MAGA 職員が活用されていない、

c)COCODE 経由のニーズ把握が確立していない。  
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2)-6 農民が移転された技術を使わない。 

これは、技術的に優れていても、周辺の社会経済環境が整わないと、たとえ

技術を習得しても使わないという問題提起である。ワークショップでは、この

原因として、a)生産物の市場と価格が保証されていない、b)文化・環境に適合

しない技術がある、c)農民が融資を利用出来る状況ではない、ということが確

認された。 

 

2)-7 ICTA の技術受け入れに抵抗する農民がいる。 

上記 2)-6 は技術習得後の問題であるが、この場合は、技術習得以前のことを

問題としている。中心問題と同レベルと捉えた「農民の技術受容環境が不十分

である」との類似性があるが、ワークショップでは別の問題として議論した。

この問題を提起した参加者から、伝統文化が新しい技術の受け入れを拒む場合

があり、これに起因した問題であるとの説明があり、他の参加者の同意を得た。 

 

3) 目的分析 

問題分析の結果作成された問題系図の中心目的「農業技術を普及させるメカ

ニズムがある」を基に目的分析を行い、中心目的達成のための手段を確認した。 

【アウトプット】目的分析系図（付属資料 2 添付 1 PCM ワークショップ結果：  

a)問題系図、目的系図参照）  

【要点】 

 中心問題の原因として特定された 7 つの問題群を目的化して中心目的達成の  

ための課題として捉えたことに加え、中心問題と同レベルの問題として扱っ

ていた「農民の技術受容環境が不十分である」は、中心目的を達成するため

に必要な事項であるとの見解が出され、中心目的達成のための課題として加

えることが合意された。  

 課題毎の達成手段を問題系図から変換するプロセスを経て、普及を促進する   

方法として「地元に農業プロモーターを配置する」ことが提案された。同じ

く目的達成のために必要と思われる達成手段を付加し、最終的に目的系図と

してまとめた。 

 

4) プロジェクトの骨子 

目的系図を基にプロジェクト要約の作成を行った。 

【アウトプット】プロジェクト骨子（案）（付属資料 522）。  

 

 

                                         
2 2  2-3-4 での調査団による検討結果が反映された内容となっている  
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【要点】 

 本プロジェクトの最終裨益者は、先住民が多数居住する高原地域の小規模農  

民であり、厳密には、小規模農民は先住民に限らないこととした。いたずら

にねたみを誘発することを避けるためにも、先住民以外の小規模農民を排除

せずに公正な扱いを行うべきとすることが確認された。 

 どの範囲をプロジェクトでカバーするかが議論されたが、結局全てをカバー  

する形で、プロジェクト目標を「小規模農民のための農業技術及びマーケテ

ィングの普及メカニズムが確立し機能する」、上位目標を「小規模農民が生

産及び市場について適切な技術を知りそれを活用する」とする要約が作成さ

れた。上位目標だけでは、プロジェクトの性格を十分に表すことが出来ない

ため、スーパーゴール「西部高原地域の小規模農民がよりよい生活レベルを

持つ」を設定した。  

 目的系図にある 9 課題の全てが成果項目として取り上げられた。参加者をグ  

ループ分けし 5 つのグループで別々の課題について活動内容を検討し、グル

ープ毎に発表した。時間的な制約があったため、活動内容について議論する

時間を設けることは出来なかった。  

 プロジェクトの名称については、経済企画庁の参加者から、名称は場所、対  

象、目的、内容を的確に表すべきであるとの指摘があり、より正確にプロジ

ェクトの内容を表現できる「グアテマラ国西部高原地域小規模農家生活改善

のための農業技術普及メカニズムの構築計画」への変更が提案された。また、

調査団側から、目指すところは生活向上であることを示すべきとの主張があ

り、「グアテマラ国西部高原地域小規模農民生活向上のための農業技術普

及・利用メカニズムの構築計画」という案が出された。  

 プロジェクト計画立案にとって外部条件の設定が重要であるとの認識から、 

外部条件設定の説明を行い、外部条件について日本国側の意見を述べたが、

時間的制約から議論をするには至らなかった  

 

２－３－４ 調査団によるワークショップ結果の検討 

ワークショップによって十分な議論が出来なかった成果と活動については、ワー

クショップ終了後、調査団内で詳細を検討した。その結果、成果項目を 7 つにまと

め、それぞれの活動を以下のように設定した。  

調査団による検討結果はプロジェクト骨子（案）（付属資料 5）に反映され、続く

第 3 章のグアテマラ国側関係者との協議における検討（案）として使用された。  

 

成果 1「研修を受けるために生産者が組織化されており、モチベーションがある」 

目的分析での「農民が技術を受け入れる環境がある」という課題について検討し

た結果、農民が技術を受け入れる環境としては、組織化とモチベーションが大事で

あるという考えから、成果として上記の表現を用いた。具体的な活動としては、1)

組織化の現状と可能性についての情報収集、2)コミュニティ総会の召集、3)適切な

生産技術活用の利点啓発、4)組織化して組織運営の研修をすることとした。 
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成果 2「コミュニティに ICTA に関する情報が届くようになる」 

目的分析の「コミュニティに ICTA に関する情報がある」という課題と、その活

動内容について検討した結果、「情報が届くようになる」という表現がより適切で

あると判断した。なお、活動内容は 1)ICTA の持つ技術を紹介する資料・教材を農

民に分かり易い形で作成する、2)その情報が各コミュニティへ届くための戦略を策

定する、3)普及員、NGO、COCODE 等の利用出来るチャンネルを使って情報を農民

に伝える、となっている。 

 

成果 3「 ICTA の技術及びその他の実証された技術を用いた MAGA の普及システム

が機能する」 

  「MAGA の普及システムが機能する」という目的を成果に置き換えた。目的系図

上では、この目的を達成するための様々な課題が挙げられているが、政策変更や給

与改善等プロジェクトでは解決出来ない事項を除外して、プロジェクトの活動を組

み立てた。まず、1)ICTA 以外の組織の持つ技術を ICTA で検証するという活動を入

れた。これは、例えば NGO が普及に努めている技術の中には有用と認められる技

術があり、これらをプロジェクトとして普及対象とするためには、その技術の有効

性を科学的に検証しておく必要があるとの認識からである。その他の活動は、目的

系図上から 2)普及プログラム作成、3)普及員の確保、を組み入れた。また、普及員

の能力強化とモニタリングの項目として 4)普及マニュアル作成、5)普及員への農業

技術研修、6)普及員への普及手法研修、7)普及員の活動モニタリング、を組み入れ

た。 

 

成果 4「NGO やその他の機関が ICTA の技術及びその他の実証された技術を普及す

る」  

  「NGO その他の機関が ICTA の技術を普及する」という目的を成果に置き換えた。

ICTA 以外の組織の技術も普及対象とすることを付け加えた。活動は、1)NGO その

他の機関の普及員研修、2)普及計画策定と実施、3)大学、農業高校への働きかけと

した。大学、農業高校に関しては、関係者分析において普及アクターとしての可能

性が指摘されたものであるが、調査期間中には働きかけを行っていない。MAGA 職

員の話では、学生は実習期間を利用して普及活動に参加することが可能である。  

 

成果 5「様々な機関の間の普及のための調整システムが確立し、機能する」 

  「政府機関と NGO が農業技術普及を調整しながら行う」という目的を成果に置

き換えた。公的な機関による普及事業が縮小された状態では、NGO やその他の組織

に普及アクターとしての重要な役割が期待される。しかし、問題系図にあるように

NGO やその他の機関による普及活動を調整する組織も無く、それぞれが ICTA の技

術にはこだわらず自分の興味のある技術を個々に伝えている状態である。関係機関

の間の調整システムの欠如は、様々なソースからの異なる情報が農民へ伝わり、農

民を混乱させている。場合によっては発展を阻害することも考えられる。従って、

プロジェクトにとって、政府機関も含めた様々な機関の間の農業技術普及を調整す
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るシステムの確立は重要性が高い。具体的には、1)普及アクターのそれぞれの能力

に応じた普及計画の策定、2)普及アクター間の定期的会議の実施、とすることとし

た。 

 

成果 6「農民の実際のニーズが ICTA に届く」 

  ICTA は、社会経済調査によって技術ニーズを把握しているということであるが、

ICTA の存在すら知らない農民が多く、農民側からの発信で農民の要望が ICTA に届

くことはあまり期待出来ない。このため、農民側からの発信でニーズが ICTA に届

くシステムを作ることが、この成果達成のために必要である。そのためには、ニー

ズをまとめるための農民の組織化と情報発信チャンネルの確保が必要と考え、具体

的な活動として、1)生産者を組織する（成果 1 の組織化と同じ）、2)COCODE/ 

COMUDE を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する、3)NGO、生産者組合

を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する、4)ICTA、MAGA がこれらのチャ

ンネルと定常的なコンタクトをする体制を確立する、こととした。 

 

成果 7「生産者が普及された技術を実際に活用する」 

  この成果は、目的系図上の、「農民が移転された技術を使う」、「農民が ICTA の技

術を使う」をまとめたものである。活動は、販売経路の確立、融資へのアクセス、

文化的抵抗への配慮、の 3 つに分けて考えた。具体的には、販売経路の確立のため

の活動として、1)生産者組織化、2)市場に関する普及アクターへの研修、3)普及ア

クターによる市場に関する農民研修、4)販路確保支援、とした。融資へのアクセス

に関する活動として、5)融資アクセス研究→普及アクターの研修→普及アクターに

よる農民研修、6)経営・会計に関する普及アクターの研修→普及アクターによる農

民研修、とした。文化的抵抗への配慮に関する活動として、7)新しい技術の有効性

についての農民研修、8)伝統的農法についての普及アクターへの研修、とした。 

 

その他：目的系図にあった「地元に農業プロモーターを配置する」という目的に関

しては、すでに農民リーダーのいる地区では、農業プロモーターを新たに配置する

必要はないと思われること、農民組織化の過程で農民リーダーの育成は行われると

の考えから、成果には入れないこととした。 
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第３章 主な協議結果 

 

 現地調査期間中の関係機関での議論やワークショップ結果を踏まえて、グアテマラ

国側関係者と協議を行い、本プロジェクトの基本計画をミニッツに取りまとめ、署名・

交換を行った。協議結果のポイントは以下の 8 点にまとめられる。 

 

３－１ プロジェクト名称について 

より正確にプロジェクトの内容を表現できる「グアテマラ国西部高原地域小規模農

家生活改善のための農業技術普及メカニズムの構築計画」への変更が、PCM ワークシ

ョップを通して提案された。今後本邦において関係省庁と、またグアテマラ国側関係

機関との調整を経て正式に決定することとした。  

 

３－２ プロジェクトの枠組み 

本プロジェクトの対象地域は、高原地域のケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、

ソロラ県の全 3 県とした。首都レベルでは普及政策の基本的な方向性を確認し、県レ

ベルでは県内各地域で活動が可能な普及アクターを確保する等計画作成を行うととも

にアクターの研修を行い、選定される市・コミュニティレベルでは具体的な普及活動

を進め、ミニプロジェクトで一定の小規模施設整備や資材供与を含めた活動を行う、

という流れが想定される。個々の活動の内容毎に、首都レベル、県レベル、市・コミ

ュニティレベル、特定のミニプロジェクトサイトレベルのどれに該当するかを意識す

る必要がある。  

第一次事前調査によって、高原地域の農業については ICTA/CIAL に普及すべき技術

の蓄積があることが明らかになっていたことから、本プロジェクトでは新たな技術開

発を行うことはせずに、これらの技術を最大限に活用することとした。更に、地域で

活動している NGO の有する技術等について、有用性を検証する仕組みを作ることに

より、 ICTA/CIAL の技術と併せて普及活動の中で活用することも重要である。  

関係者との意見交換の中で、高原地域のインフラ整備を求める声も多く出たが、調

査団から、本件が体制整備を図るソフト型の支援であること及び自立発展性の観点か

ら、グアテマラ国内で利用可能な技術・人・資金を最大限活用する考えであることを

強調し、一定の理解を得られたものと考える。この際、モノの供与、資金の供与を望

む依存心が強く感じられたため、ミニプロジェクトの実施についてミニッツの活動内

容に明記することを敢えて避けた。ただし、ミニッツには、投入の項において、実証

的な活動に関連した小規模な施設整備や最小限の資材の供与に限り、日本国側からも

一部資金提供を行う旨を記載しており、ミニプロジェクト実施の根拠として整理した。 

 

３－３ プロジェクト目標 

本プロジェクトの直接の目標は、農業技術の普及をテーマにした様々な関係者間の

連携・調整による体制の構築である。更に、この様な体制が確立・強化されることに

よって、農村における包括的開発の下地が作られ、将来的には、農業技術の普及だけ



 

Ⅱ－31 

でなく農村開発に係る多様な問題解決のための能力が向上し、農村地域の生活水準が

向上することを念頭に置いている。このことは、現時点においては関係機関の間で理

解されているものの、今後、プロジェクトの準備、立ち上げ、実施の各段階において、

折に触れて繰り返し強調していくことが必要である。 

 

３－４ プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトの実施体制は、MAGA と ICTA の 2 機関での実施で合意した。MAGA

は、本プロジェクトを要請したグアテマラ国における農業の統括機関であり、県の

MAGA 事務所を所管していることから、本プロジェクトの責任機関とした。ICTA は、

プロジェクトで活用を想定している農業技術を有しており、技術者が技術移転の講師

役となり、研修指導者の養成を担当する。また、小規模農家に技術移転を行うため、

上述の 2 機関を含め、大統領府、非政府組織（NGO）、民間機関（農協、生産者組合）、

COCODE/COMUDE 等と密接に連携し、普及体制の構築を図ることとした。  

当初、FIS についてもプロジェクトの合同調整委員会（ JCC）のメンバーに取り込む

ことを模索したが、本プロジェクトがインフラ支援ではないため、先方の意向により

JCC のメンバーとしての参加は行わないこととなった。しかしながら、FIS の活動に

関する情報提供や資金提供の可能性の検討について、要請があれば応じるとの表明が

なされており、今後必要に応じて接触を試みるべきと考えられる。  

 

３－５ 普及体制構築モデルの全国展開の展望について 

MAGA 及び ICTA は、農業技術の普及体制を全国に広めることを念頭において、本

プロジェクトに関与する。プロジェクトでは COCODE、COMUDE を通じた農業技術

普及体制の構築を目指すが、同体制は本件終了後に 1 つのモデルとして他の地域へ展

開することが期待されている。開発審議会（COCODE/COMUDE）体制を所管する大統

領府は、プロジェクトへの参加についてやや腰が引けていたが、将来的には本件を通

じて強化された体制の農村開発一般への活用が期待されるため、審議会制度を統括す

る大統領府の関与が不可欠となることが協議された。従って、同庁の参画を正式なも

のにするために、MAGA と大統領府の間で合意協定書に署名することとした。一方で、

プロジェクトが構築する体制の全国展開を検討するために、MAGA は農村地域事業部

（Unidad de Operaciones Rurales）から適切な人員をプロジェクトに配置する。  

 

３－６ 市・コミュニティレベルのプロジェクトサイトの選定 

2-2-6 でも述べた通り、今次調査では予めプロジェクトサイトを決めてしまうのでは

なく、選定そのものをプロジェクトの活動プロセスの重要な一段階として位置付けた。

日本人専門家はグアテマラ国側 C/P と共に、慎重な調査と組織化の地馴らしを行うこ

とが求められる。なお、サイトの選定にあたっては、1)貧困度、2)普及モデルの実現

可能性、3)プロジェクト活動を極端に阻害しない程度のアクセス、4)安全性、を考慮

する。 

なお、第二次事前調査以前の段階において、現地関係者の間で市・コミュニティレ

ベルのサイトの検討がある程度進められていたが、この中では、「アクセスの良さ」
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が強調され過ぎており、その結果貧困度の高い地域が除外されていたおそれがある。

今後の検討においては、専門家の拠点をケツァルテナンゴとしたことを考慮に入れて

再考する必要がある。  

また、MAGA ケツァルテナンゴ県事務所は、本プロジェクト活動を行う体制が比較

的整えられていることが確認出来たため、県レベルでの普及体制の構築への取り組み

は、ケツァルテナンゴ県で開始することが適当と考えられる。トトニカパン県、ソロ

ラ県においては、先ず潜在的普及アクターに関する調査から活動を開始すると共に、

ケツァルテナンゴ県での先行例から導き出された教訓に留意しつつ、各県の状況に適

切なモデルを構築するものとする。  

 

３－７ ローカルコストの負担 

グアテマラ国の逼迫している財政状況にあっては、プロジェクト活動に必要なロー

カルコスト負担には一定の支援が必要である。資金供与の可能性が考えられる FIS は

プロジェクトの直接の協力機関からは外れることとなったものの、資金供与の可能性

の検討を行うことが表明されている。その他、2KR の見返り資金、あるいは、グアテ

マラ国には MAGA 管轄下の農村開発銀行（BANRURAL）をはじめ、各種基金が設立

されていることから、それらの活用も考えられるだろう。協力期間終了後のプロジェ

クトの継続性の観点から、グアテマラ国側と協力してプロジェクトへの資金の提供を

検討していく必要がある。  

 

３－８ 今後の流れについて 

日本国側、グアテマラ国側双方において準備が出来、そして前提条件がそろった段

階で早期に R/D を署名することとした。 
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第４章 協力実施にあたっての留意事項 

 

４－１ 裨益対象者 

本プロジェクトの対象となる最終裨益者は、先住民が多数居住する高原地域の小規

模農民である。厳密には、小規模農民は先住民に限られないが、いたずらにねたみを

誘発することを避けるためにも、先住民以外の小規模農民を排除せずに公正な扱いを

行うべきである。  

 

４－２ プロジェクトの拠点 

専門家の活動は、日常的な活動の相手方機関となる MAGA ケツァルテナンゴ事務所

と、ICTA/CIAL のあるケツァルテナンゴ県を拠点とすることが適切と考えられる。ケ

ツァルテナンゴ県と首都グアテマラシティとの間の移動には時間を要するため、基本

的な方向性の検討等首都レベルでの調整については、平成 18 年 5 月に派遣される農業

政策アドバイザー（個別案件）との連携を適切に行うことが重要である。  

 

４－３ 長期専門家について 

このように多様なアクターが出現し、興味深い可能性を秘めた多くの普及体制モデ

ルが考えられるところであるが、従来はこれら多様なアクターが無秩序に活動を行っ

てきたために戦略的な普及体制にならず、限られた人的資源が効率的に使われてこな

かった。これら多様なアクターを慎重に発掘し、交渉して一つの統合的体制の下で整

合性を持った活動が可能になるか、戦略的な普及体制が可能になるかが本案件の鍵で

ある。  

日本国側投入としては、第一に、広い意味でのコミュニケーション能力に長け、組

織化、参加型地域社会開発に長じた人材を長期専門家として派遣することが極めて重

要とみる。第二に、上記専門家を中心に、MAGA 県事務所、 ICTA の C/P を十分に巻

き込み、彼らのモチベーションを高め、彼らの主体性を尊重しながら活動を進めるこ

とが重要である。第三に普及アクターとして可能性のある様々な組織、個人を慎重に

発掘、同定し、プロジェクトに取り込んでゆくプロセスを進めることが肝要である。

その上で、本案件で確立し、試行し、広く提示すべき普及体制のモデルを模索すると

同時にそのモデルを適用するプロジェクト対象地域を慎重に選定することになる。日

本人専門家はグアテマラ国側 C/P と共に、慎重な調査と、組織化の地馴らしを行うこ

とが求められる。  

 

４－４ 普及体制の構築 

普及に関する農民のニーズ、技術支援の流れ、潜在的な普及要員等の状況は、個々

の地域によって多様であるため、各地域の潜在力を適切に把握し、関係者を結びつけ

て連携・補完していく工夫が重要である。特に、8 年前に組織が解体された MAGA の

DIGESA と DEGESEPE に関し、当時の普及員が MAGA と一定の雇用関係を維持して

いることが判明しており、これらの人材を最大限活用していく必要がある。付属資料
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5 に示す通り、オプションを多く用意しておき、地域の実情に合わせた普及アクター

の確保を行い、柔軟な発想で対応するよう支援すべきと考える。  

 

４－５ グアテマラ国の関連機関 

(1) 中央レベル 

MAGA 本省には、農業政策を担当する情報戦略政策部（Unidad de Políticas e 

Información Estratégica）と、地方開発を担当する農村地域事業部（ Unidad de 

Operaciones Rurales）があり、本プロジェクトにおいては両者の関与が必要である。

その一方で、農村地域事業部は組織力が不足していると考えられることから、前

者を中心的 C/P 機関として進めることが適切であると考えられる。ICTA は、組織

規定上は本来普及の役割を担っている機関であるが、実際には普及活動はできて

おらず、技術開発・研究が中心となっている。特に ICTA の関係者からは本プロ

ジェクトへの熱意が強く感じられ、組織全体の積極的な関与が期待できる。  

本プロジェクトの主たる実施機関である MAGA と ICTA の関係については、正

しい理解が必要である。ICTA は MAGA 傘下の一種の独立機関であり、MAGA は

ICTA の理事会メンバーである理事長を出すことと、予算の約 7 割を拠出している

ことにより基本的な方針に関与しているが、各事業の裁量権は ICTA が持ってい

るため、MAGA が直接 ICTA の事業運営をコントロールできる訳ではない。この

様な状況の下、グアテマラ国関係者の中でも、 ICTA が MAGA の下部機関である

と認識している者と、それぞれが全く別物と考えている者がおり、時としてこれ

らの認識の相違が支障となることも考えられる。この点は、プロジェクトの準備・

実施においては十分に注意を払う必要がある。  

 

(2) 地方レベル 

MAGA ケツァルテナンゴ県事務所は、少ない人数で多くの業務をこなしている

が、本プロジェクトへ大きな期待をもち、やる気を見せているため、中心的な C/P

として期待できる。科学技術庁高原地域研究センター（ ICTA/CIAL）は、限られ

た人数ではあるものの、全面的に本プロジェクトに関与するとの言質を得ており、

技術提供・研修活動を中心に重要な役割を果たすことが出来ると考える。

COCODE/COMUDE の全国的な体制はまだ端緒についたばかりであり、どの様な

活 動 を 期 待 す る か に つ い て 必 ず し も 明 確 で は な い 。 今 後 大 統 領 府 が

COCODE/COMUDE 体制をどのように育てていくかについて進捗を把握すること

が重要である。現在のところ、各地域にある個々の COCODE、COMUDE 毎に構

成や活動内容・活動水準はまちまちであるが、活動の現状に応じてプロジェクト

における活用を工夫するのがよいと考える。  

 

４－６ その他 

今回の調査期間中に訪問した市・コミュニティの中には、隣村との交流さえも少な

い農民がいる一方で、地道な生産者グループの組織化によって限られた伝統的な作物

栽培から対象作物を多様化させたり、女性の地位向上などの取組みを始めたりしてい
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る村も確認されている。本件においては今後普及体制モデルを構築していく上で、経

済面･意識面での変化の芽が出ているコミュニティを対象サイトに取り込み、あるいは

先進事例として訪問することで、農民間の交流によるグッドプラクティスの伝播

（Farmer to Farmer Extension）を試みることも一考に値しよう。  
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付 属 資 料 

 

 

 

 

1．ミニッツ（西文）  

 

2．ミニッツ（日本語簡易和訳）  

        添付 1 PCM ワークショップ結果  
         a)   関係者分析  
         b)-1 問題系図  
               b)-2 目的系図  

        添付 2  技術移転 /ニーズ把握の流れ  

3．暫定 PDM（和文）  

 

4．暫定 PO（和文）  

 

5．プロジェクト骨子（案）（ワークショップ終了時点での案 ) 

 

6．プロジェクト対象地域の人口、先住民比率、教育・保健、  

インフラ整備状況  
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ミニッツ（日本語簡易和訳）  

 
１．第二次事前評価調査団派遣の背景 

 JICA では 1999 年から 4 年間、貧困先住民の生活改善を主眼に置き、開発調査「中

部高原貧困緩和持続的農村開発計画」及びその実証調査を行い、同調査を通じて所得

向上・貧困緩和・環境保全を総合的に取り入れた持続的な貧困緩和事業を含む開発計

画が策定された。  

 上記開発 /実証調査の終了後、グアテマラ国政府は同調査の成果を活用し、当該地域

の貧困削減を目的とする技術協力プロジェクトを日本国政府に要請した。数字の調査

を経て、1)農民の抱える問題は農業を中心としつつも多様であること、2)農村開発の

機構制度が分散していること、3)農村開発に関わる行政の仕組みとして、住民代表か

らなる開発審議会の設置（総括：大統領府）が進められていること、4)実際に農村で

開発事業を実施している組織は組織立った活動を展開しておらず、技術レベルも様々

であること、5)農業技術に関しては、ICTA が農民に提供できる技術を既に持っている

ことが確認された。  

 これらの調査結果を勘案し、今次調査では農村開発を推進するため MAGA を中心と

した SCEP（大統領府官房）等の各省庁、NGO、市役所、開発審議会等を巻き込んだ

プロジェクトの実施体制を構築して農業技術の普及を図る技術協力プロジェクトを実

施する協力案の策定を行った。  

 

２．第二次事前評価調査団派遣目的 

 1) 本年 2 月の第一次事前評価調査の協議内容が多岐にわたるものであったため、今

次評価調査では、プロジェクト内用の絞り込みと調整を行う。 

 2) PCD ワークショップを通して、グアテマラ国関係者に農業技術普及における問

題点や為すべきことを気付かせ、オーナーシップを醸成しつつプロジェクトの大

枠を固める。  

  3) PDM（案）を作成し、妥当性等についてグアテマラ国側と協議・調整を行う。 

 

３．調査結果 

 貧困農民の生活を向上させるためには、農民を組織化してニーズ把握を行い、その  

ニーズに応える具体的な対応を取るといった枠組み作りが必要である。グアテマラ国

の中部高原地域においては、農村住民の農業技術の向上による収入の向上と栄養状態

の改善に向けて、このような取り組みを行うことが適切である。更に、一旦この様な

枠組みが出来上がれば、農業技術普及のみならず多様な農村開発の課題に対し、コミ

ュニティが適応能力を備えるようになることが期待される。今次調査の現地調査では、

ワークショップ、関係者との意見交換及び協議により、具体的なプロジェクトの内容

について案を作成した。  

 

 

付属資料 2
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３－１ PCM ワークショップの結果 

 第二次事前評価調査団は、これまで調査結果を分析し「 ICTA には既に対象地域農民  

に有益な農業技術が蓄積しており、問題はそれを普及する体制が十分に機能していな  

いこと」が、農村開発の一つの中心課題であり、このことを解決することで西部高原  

地域の貧困削減に大きく寄与出来、またこの様な体制が確立されれば、農業技術の普  

及以外の分野においても農村住民の生活向上のために役立てることが出来ると判断す  

るに至った。そのため、「技術があるのに普及出来ていないのはなぜか」、「農民が必要  

としている農業技術を的確に普及出来るようにするにはどうしたらよいか」を明らか  

にし、それらを関係者で共有した上で、これらをベースにしたプロジェクトの骨子を  

策定することを目的に、関係者の主体的な参加によるプロジェクト・サイクル・マネ  

ジメント（PCM）ワークショップを実施した。  
 

 ワークショップは、ケツァルテナンゴ市で行われ、事前に SEGEPLAN、MAGA、ICTA 

の関係者に対するワークショップ内容説明と予備的な関係者分析を実施した後、11 月  

23 日から 25 日までの 3 日間、これら政府機関に加え、プロジェクト実施予定の 3 県  

から予め選んでおいた 5 市の行政官、コミュニティ、生産者組織、NGO 等延べ 79 人  

の参加を得て行われた。  

 既に、第一次事前評価調査において 2 回のワークショップを実施し、貧困農家の抱  

える問題点、支援体制の問題点、関連機関の実態が把握されている。このため、今回  

のワークショップは、前回のワークショップで共有した情報を再確認した上で、農業  

普及についての、関係者分析、問題分析、目的分析、プロジェクト案策定を行った。  

 関係者分析では、30 以上のアクターが農業普及に関係していることが確認され、こ  

の内から主要な役割を果たす 13 のアクターを特定し、それぞれの農業普及において期  

待される役割を整理した。  

 問題分析では、MAGA の普及システムの問題や NGO 等 MAGA 以外の組織による普  

及が抱える問題等、様々な問題が指摘され、それぞれの関係を分析した。そして、「普  

及を促進するメカニズムが欠如している」ことが、農業普及の中心問題であることが  

確認された。  

 目的分析では、問題分析結果を目的に置き換えることで、プロジェクトの中心目的  

は「普及を促進するメカニズムが存在する」であり、その目的達成に必要な様々な課  

題が特定された。  

 最後に、目的分析結果に基づいてプロジェクトの要約と外部条件を検討し、事項で  

述べるプロジェクト案の骨子をほぼ固めることが出来た。  

 なお、ワークショップでは、活発な意見交換が行われ、全員の共通理解、共通認識  

の下で議論が進められた。  

 

３－２ プロジェクト案 

 ワークショップや聞き取り調査の結果に基づき、プロジェクトの骨子は次のように  

提案された。本プロジェクト案は R/D 締結時に再度、両者の間で検討される。  
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プロジェクト名：グアテマラ国「中部高原地域生活向上のための対零細農家農業技術

普及メカニズム構築計画」   

実施／C/P 機関：農牧食糧省（MAGA）と ICTA 

 プロジェクトサイト：ケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、ソロラ県の 3 県。市

レベルでの具体的な様々なメカニズムを構築するために、上記県の中から 5 市を選ぶ

（暫定的に、ケツァルテナンゴ県から 2 市、ソロラ県からは 2 市、トトニカパン市か

らは 1 市とする）。  

プロジェクト期間：3～5 年  

プロジェクトによる裨益者：欠如   

プロジェクトの対象グループ：小規模の農民  

プロジェクトの直接裨益者：MAGA の農業技術普及員、 ICTA の普及技術支援部の技  

術者、市、COCODE/COMUDE。   

スーパーゴール：西部中央高原地域の小規模農民がより良い生活レベルを持つ。  

上位目標：小規模生産者が、生産及び余剰作物用の市場について適切な技術を知り、  

それを活用する。  

プロジェクト目標：小規模農民のための農業技術及びマーケティングの普及メカニズ  

ムが確立し機能する。  

 

成果と活動：  

成果  

1) 研修を受けるために生産者が組織化されており、モチベーションがある。 

2) コミュニティに ICTA に関する情報が届くようになる。 

3) ICTA の技術及びその他の実証された技術を用いた MAGA の普及システムが機能 

する。 

4) NGO やその他の機関が ICTA の技術及びその他の実証された技術を普及する。 

5) 様々な機関の間の普及のための調整システムが確立し、機能する。 

6) 生産者の実際のニーズが ICTA に届く。 

7) 生産者が普及された技術を実際に活用する。 

 

活動 

1)-1 地域・県・市・村のそれぞれの当局から組織化の現状と可能性について情報を

集める。 

1)-2 コミュニティ総会を招集する。 

1)-3 小規模農民に対して、適切な生産技術を活用することの利点を啓発する。 

1)-4 農民を組織化する。 

1)-5 農民に組織運営について研修を行う。 

 

2)-1 ICTA の持つ技術を紹介する資料／教材を農民に分り易い形で作成する。 

2)-2 上記の情報が各コミュニティに届くための戦略を策定する。 
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2)-3 普及員・NGO・COCODE 等の利用出来るチャンネルを使って、上記の情報を農

民に伝える。 

3)-1 ICTA 以外の組織の持つ技術を ICTA で検証する体制を構築して、検証を行う。 

3)-2 農業普及プログラムを作成する。 

3)-3 上記プログラムに基づいて、必要な普及員を各地域に配置する。 

3)-4 農民に分り易い適切な普及活動を行うための普及マニュアルを作成する。 

3)-5 ICTA の技術及び 3)-1 で検証された技術に関して、普及員を研修する。 

3)-6 普及員が対象農民の状況を的確に把握し、適正な活動計画を策定出来るよう、

必要な研修を行う。 

3)-7 普及員の適切なパフォーマンスを促進し、モニタリングする。 

 

4)-1 ICTA の技術及び 3)-1 で検証された技術に関して、NGO その他関係機関の普及

員を研修する。 

4)-2 NGO その他関係機関による上記技術の普及計画を策定し、実施する。 

4)-3 大学、農業学校に働きかけ、学生の普及活動への参加を促進する。 

 

5)-1 地域の普及アクター（MAGA のテクニコ・エクステンショニスタとその他の機

関の普及要員を指す）のアベイラビリティに応じた普及計画を策定する。 

5)-2 MAGA、 ICTA、NGO その他の普及アクターの間で定期的な会議を実施し、情報

交換、経験の共有及び活動の調整を行う。  

 

6)-1 農民を組織化する（1-4 に同じ）。 

6)-2 COCODE、COMUDE を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する。 

6)-3 NGO、生産者組合を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する。 

6)-4 ICTA、MAGA が 6)-1～3 のチャンネルとのパーマネントなコンタクトを確立す

る。 

 

（販売経路の確立） 

7)-1 生産者を組織する（(1)-4 に同じ）。 

7)-2 市場に関する情報や知見を有している団体（AGEXPRONT 等）の協力を得て、

市場に関して普及アクターを研修する。 

7)-3 普及アクターが市場メカニズムに関して農民を研修する。 

7)-4 農民組織が国内外の販路を見つけることを支援する。 

 

（融資へのアクセス）  

7)-5 融資のアクセスについて研究し、普及アクターへの研修を行う。普及アクターか

ら農民への研修を行う。 

7)-6 プロジェクト形成の仕方、経営そして会計に関して、普及アクターへの研修を行

う。普及アクターから農民への研修を行う。 
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（文化的抵抗への配慮） 

7)-7 ICTA の技術の有効性について、普及アクターが農民に研修・啓蒙を行う。  

7)-8 伝統的農業方法について普及アクターへの研修をする、 

*活動を行うためにプロジェクトの初期段階において農業技術普及の現状調査を行い、 

また、市/コミュニティレベルでの具体的体制を作るサイトを選定する。 

 

グアテマラ国側の投入 

次の点について意見交換が行われ確認された。最終的な合意は R/D に記載される。 

(1) 人員の配置 

   1) プロジェクトディレクター（Project Director） 

    2) プロジェクト総合調整官（Central Project Manager） 

   3) プロジェクト県調整官（ケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、ソロラ県）

（Departmental Project Managers）  

    4) C/P 

   5) プロジェクト車両の運転手、秘書及びその他に必要な人材 

(2) 活動に必要な執務室や施設 

(3) ローカルコストの負担 1（電気代、水、ガス、電話、文房具、事務所保全、燃料

費、車両、車両保全、グアテマラ人人員給与、その他プロジェクト活動に必要

な項目） 

(4) 研修活動や展示活動に関連する費用の部分的負担（例えば、展示活動に必要な

基本的で簡易な施設の設立、最低限必要な農業用消費財、実証圃場） 

 

日本国側の投入 

(1) 日本人専門家の派遣 

   長期専門家複数名がプロジェクトの活動に関連した分野で派遣される。 

   短期専門家はプロジェクト活動の枠組みの中で必要性が生じた時に派遣される。 

(2) C/P の日本国または第三国での研修 

(3) プロジェクト活動に必要な機材の供与 

(4) 研修活動や展示活動に関連する費用の補完的負担（例えば、展示活動に必要な

基本的で簡易な施設の設立、最低限必要な農業用消費財、実証圃場） 

 

４．プロジェクトの運営について 

詳細は R/D 締結前に再度日本国とグアテマラ国の双方で検討される。 

(1) C/P 機関：農牧食糧省（MAGA） /農業科学技術庁（ ICTA） 

(2) 実施機関（ Implementing Organization）： 

    農牧食糧省（MAGA）（本省、MAGA ケツァルテナンゴ県事務所、トトニカパ

                                         
1 グアテマラ国側は、プロジェクト実施にあたり予算の確保を行い、プロジェクト期間中並びに

プロジェクト終了後も独立独行の活動が出来るよう考慮する。  
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ン県事務所、ソロラ県事務所）及び ICTA（本庁、アルティプラーノ研究センター）

がプロジェクト運営に関する全体責任を負う。 

(3) 協力機関（Collaborating Organization） 

    PDM に述べられているプロジェクト活動は、上記機関の他に、グアテマラ国側

が準備する協力可能な関係機関リストを基に検討する。予想される活動機関は下

記の通り。 

  a. NGO 

  b. 大統領府（SCEP）  

    c. 経済企画庁（SEGEPLAN） 

    d. 市役所/市開発審議会（COMUDE） 

    e. コミュニティ開発審議会（COCODE）  

 

プロジェクトの運営管理について 

 プロジェクト運営が効果的であり、かつ成功するように、次に記す職と機能を提案

する。 

(1) プロジェクトダイレクター（Project Director）  

  (2) プロジェクト総合調整官（General Project Manager）  

  (3) プロジェクト県調整官（Departmental Project Manager）  

  (4) 合同調整委員会（ Joint Coordinating Committee）  

  (5) 農業技術普及委員会（Technical Coordination Committee for Agricultural  

Technology Transfer） 

 

(1) プロジェクトダイレクター（Project Director） 

    農牧食糧省次官が、プロジェクトダイレクターとしてプロジェクト実施にあたり 

運営全体責任を負う。 

(2) プロジェクト総合調整官（General Project Manager） 

  ケツァルテナンゴ市に本拠を置く CIAL（ ICTA アルティプラーノ研究センター）

所長がプロジェクト総合調整官としてプロジェクトのマネジメントと農業技術の

普及に係る責任を負う。  

(3) プロジェクト県調整官（Departmental Project Manager）  

    ケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、ソロラ県のそれぞれの県におけるプロジ

ェクト実施の責任を負う。 

(4) 合同調整委員会（ Joint Coordinating Committee） 

    合同調整委員会（ JCC）がプロジェクトの活動が効果的にまた、成功するように

（ effective and successful implementation）設置される。合同調整委員会は、次の機能

を満たす為に最低年に一回、または必要が生じたときに召集される。 
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1) 機能 

 a. プロジェクトの年間計画を承認する（To formulate annual work plan）。 

 b. プロジェクトの年間計画の全般的な進捗状況と達成状況を検討する。     

  c. プロジェクトに関連した問題点に関して検討し、意見交換を行う（Review and 

exchange of views on major issues arising from or in connection with the Project）。 

   d. プロジェクトのローカルコストと必要な人員の配置について検討する（ To 

examine the local budget and staffing necessary for the Project）。 

   e. 必要に応じて協力機関とコーディネーションを行う（To coordinate the Project 

with collaborating organizations when necessary）。 

   f. プロジェクトの後半においてプロジェクトで構築されたモデルが他県に適用

可能か調査する（Towards the end of the Project, investigate possibility of further 

application of the established model to other departments）。 

      同様にして、 JCC は農村住民の生活向上のためのモデル作りの可能性につい

て検討する（ In the same manner, JCC will examine the possibility to take advantage 

of the established model to improve the level of life of rural people）。 

  g. その他（Others） 

 

2) 委員会メンバー 

  －委員長：プロジェクトダイレクター 

  －副委員長： ICTA 長官  

  －書記：プロジェクト総合調整官    

  （グアテマラ国側） 

   a. プロジェクト県調整官 

   b. 経済企画庁（SEGEPLAN） 

   c. 大統領府官房庁（SCEP） 

     d. MAGA 次官顧問 

   e. MAGA 開発推進局 

   f. MAGA 対外協力局 

   g. 協力機関代表者 

   h. 必要に応じて委員長に指名された者 

   i. 必要に応じてグアテマラ国側が指名した者   

 

（日本国側） 

 a. 日本人専門家チーム 

  b. JICA グアテマラ駐在員事務所長 

 c. JICA が必要に応じて指名した者 

 

(5) 農 業 技 術 普 及 調 整 委 員 会 （ Technical Coordination Committee for Agricultural 

Technology Transfer） 
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農業技術普及調整委員会が、効果的かつうまく運営管理出来るように設置される。 

  委員会は四半期毎に次のメンバーの参加をもって行われる。 

1) 委員会メンバー（Committee members）  

  －委員長：プロジェクト総合調整官 

  －副委員長：プロジェクト県調整官 

  －メンバー 

  （グアテマラ国側） 

   a. NGO の代表者 

   b. 必要に応じて委員長に指名されたもの（Other personnel concerned with the 

Project appointed by the Chairperson when necessary） 

 

（日本国側） 

 a. 日本人専門家チーム 

 b. JICA グアテマラ駐在員事務所長 

 c. JICA に必要に応じて指名された者 

 

５．検討事項 

1) プロジェクト名称について 

  より正確にプロジェクトの内容を表現出来る「グアテマラ国西部中央高原地域小

規模農民生活向上のための、農業技術普及・利用メカニズムの構築計画」への変更

が PCM ワークショップを通して提案された。  

 

2) 資金調達について 

●  グアテマラ国側は、プロジェクトに必要な人員（農業普及員、技術者、 ICTA ア 

ルティプラーノ研究センターの普及担当者）を確保する。 

●  グアテマラ国側はプロジェクト活動に必要な燃料・日当等を確保し、本プロジ 

ェクト終了後もプロジェクトが持続的に行える体制を構築する。 

●  追加活動が生じた時に必要な資金を確保する。 

 

  3) サイトの選定について 

  3)-1 プロジェクトの効果的な活動を実施するためには、農牧食糧省（MAGA）の

各県事務所及び普及員の適切な人員配置が望まれる。今次調査の結果として、

MAGA ケツァルテナンゴ県事務所の人員が本プロジェクトの活動を行うの

に適当な人員を要しているため、県レベルでの普及モデルメカニズム構築の

取り組みは、まずケツァルテナンゴ県で開始することが適当と考えられる。

トトニカパン県、ソロラ県におけるメカニズムの構築については、メカニズ

ムを利用する普及員の配置が整い次第とする。  
 

  3)-2 プロジェクトにおいて市 /コミュニティレベルまでの普及体制を具体的に確
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立するための支援を行う対象としてのサイトの選定に関しては、プロジェク

ト開始後プロジェクト実施県の MAGA 事務所、 ICTA アルティプラーノ研究

センター（CIAL）及び日本人専門家チームがグアテマラシティーの農牧食糧

省本省、ICTA 本庁及び必要に応じて他の関係機関の合意を取りつつ決定する。

なお、選定にあたっては次のことを考慮する。 

    ①貧困度、②普及モデルの実施可能性、③プロジェクト活動を極端に阻害し

ない程度のアクセス、④セキュリティー 

 4) プロジェクトの C/P 配置について 

●  プロジェクトの実施にあたり MAGA ケツァルテナンゴ県事務所から事務所長  

（ Coordinador Departamental ）、 企 画 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 課 （ Planificación y 

Comercialización）、組織・施術サービス課（Organización y Servicios Técnicos）、

プロジェクト管理・フォローアップ課（Gestión y seguimiento de Proyectos）、情

報戦略課（ Información Estrategica）の 5 名をプロジェクトの C/P として配置する。

特に企画・マーケティング課、組織・技術サービス課の担当は農業技術の普及の

メカニズム作りについて考えるにあたり専門家チームと共に活動を行う。トトニ

カパン県、ソロラ県もケツァルテナンゴ県事務所に準じる。  

●  CIAL は、C/P として所長及び現状の普及技術支援課（Promoción y Apoyo  

Tecnológico）の最低 5 名の人員を確保すると共に、必要に応じて研究部門、ウエ

ウエテナンゴ分場、チマルテナンゴ分場の人員を配置する。 

●  MAGA の農村地域事業部（Unidad de Operaciones Rurales）はプロジェクトの構  

築するモデルの全国展開を検討するために適切な人員を配置する。  

●  ICTA 長官は体制・機能強化を検討するために必要な人員の確保を検討する。  

 

 5) 協力可能な機関について 

   グアテマラ国側はプロジェクトに協力可能な NGO、GO を選出し、各団体の活動

概要表をプロジェクト開始までに作成する。選出された団体はプロジェクト開始後

に絞込みを行う。 

 

  6) COCODE、COMUDE について 

   COCODE、COMUDE（または同等の機能を有する機関）を通して地域の農業技

術に係るニーズのくみ上げ、市役所への提案、 ICTA アルティプラーノ研究センタ

ーより提供を受けた技術の実証、 ICTA へ農業技術をフィードバックする仕組みが

構築出来るような体制を構築する。 

 

 7) モデルの全国展開への展望について 

●  MAGA 及び ICTA は、農業技術の普及を全国に行うことを念頭に置いて本プロジ 

ェクトに関与する。 

●  プロジェクトでは COCODE、COMUDE を通じた農業普及メカニズムの確立を目  

指すが、同メカニズムは本件終了後に 1 つのモデルとして他の地域へ展開するこ
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とが期待されている。更に、将来的には強化された体制の農村開発一般への活用

を検討することも期待される。従ってこれを統括する大統領府官房庁（SCEP）

の関与が重要となる。ゆえに、同庁の参画を正式なものにするために MAGA と

SCEP の間で合意協定書に署名する。  
 

 8) 日本人専門家の執務室について 

   日本人専門家のプロジェクト執務室については、CIAL に用意される。MAGA ケ

ツァルテナンゴ県、トトニカパン県及びソロラ県調整員及び MAGA 本省において

は必要に応じて準備される。  

 

６．プロジェクト開始のための前提条件 

 1) 農業技術普及に従事する MAGA と ICTA の県人員配置計画書を作成する。 

 2) 活動概要、オペレーション人員数等の情報を含む、協力可能機関の情報を作成す

る。 

 3) MAGA と SCEP の間で合意書に署名する。  

 

７．今後の予定について 

 日本国側、グアテマラ国側双方において準備が出来、そして前提条件がそろった段

階で早期に R/D を署名する。 

 

添付 

 1. PCM ワークショップ結果：a)問題分析、目的分析、b)関係者分析 

  2. 農業技術移転経路図   



特徴 期待される役割
問題

（phenomena）
強み

（internal）
弱み

（internal）
コミュニティ住民 ・自給的零細農業 ・貧困

･農外収入は限られている
ワークショップ参加5市の特徴 ･農業収入は少ない
・農村部Q500以下の戸数：45～60％ ・食糧は不足している
・15歳以上の文盲率：20～45％ ・農業生産が低い
・先住民比率：San Calos Sija（41％）以外は86％以上 ・中間業者に買い叩かれる
調査済み15市の特徴 ・市場へのアクセスが悪い
・農村部Q500以下の戸数：40～70％ ・農業生産技術が低い
・15歳以上の文盲率：15～60％ ・教育レベルが低い

・栄養状態が悪い

・安全な水が得られない
COCODE ・コミュニティを良くするためのプロジェクトの申請 ・結成されていない地区もある ・法的に認められている ・委員に時間が無い

・コミュニティの要望の調整 ・制度化されている ・事務所・機器が無い
・住民代表で構成される ・市民社会に認められている ・時間にルーズ
・法人なので省庁や援助機関に直接支援を申請できる ・自覚が無い

・法律知識が不足している
COMUDE ・COCODEからの申請されたプロジェクトの優先順位付け 同上 同上 同上

・プロジェクトのCOCODEへの申請

市

・業務：市の管理、開発促進

農牧食糧省（MAGA） ・農牧行政の執行機関 ・人的資源がある ・人的資源が不足している
・ニーズの把握 ・地域を知っている ・サービスが中央集権的である
・情報提供 ・情報システムがある ・技術指導が少ない
・組織強化 ・組織間の調整が可能 ・運営が官僚的
・灌漑 ・職務能力がある ・資金が不足している
・融資 ・農村開発プログラムが少ない
・食料保障プロジェクトの実施 ・雇用が不安定
・土地供給・規制、賃貸 ・専門家として信用されていない
・疾病の予防、技術移転、食の安全 ・業務プロセスに法的な確実性が無い

・養鶏衛生、展示区画、肥料配布、観光開発、仲裁、生産プロジェクト

ICTA/CIAL ・農牧技術の研究開発と普及を目的とする ・試験研究施設がある ・予算が限られている
・サブプログラム：野菜、果樹、基礎穀物、小家畜 ・研究能力がある人材がいる ・予算が限られている
・研究室：バイオテクノロジー、病害虫、実証普及ユニット ・業務範囲の縮小

・種子処理施設がある
・温室がある
・高い農業技術がある

・海外の研究機関と連携・協力関係にある

・社会サービス基礎ユニットの業務：組織強化、COCODE・COMUDE・
コミュニティ長（の指導・監督？）、コミュニティのプロジェクト優先付け、
プロジェクト実施・フォローの支援、組織間調整、市の委員支援

・主な研究対象作物・家畜：ジャガイモ、ソラマメ、桃、スモモ、リンゴ、
アボガド、トウモロコシ、フリホール豆、小麦、ヤギ、羊

2005年11月7日
第二次事前評価調査ワークショップ：関係者分析

・住民はその目的、活動について十
分理解していない

・先住民比率：Sibilia（15％）、San Calos Sija（41％）、Palestina de Los
Alta（71％）以外は86％以上

・研究室の活動：ジャガイモのウイルスフリー幼苗生産、野菜・果樹・花
卉のウイルスフリー苗作出、病害虫診断と防除法の確立

・実証試験ユニットの活動：NGO、農民組織への契約ベースでの技術
研修・普及、実証圃の設置

・構成員：市長、Sindicos（企業連合体）、Consejales（アドバイザー）、

COCODE代表、公共団体、民間団体
・部署：総務、環境、登記・登録、財務、土地台帳、司法、PMT、PM、

EEM、Emax、社会サービス基礎ユニット

・技術者能力向上プロセスに継続性が無
い

・生産者組織・NGOとの調整メカニズムが
無い
・非伝統作物の輸出業者との関係が弱い

・バイオテクノロジー、病害虫の研究室が
ある

・農業気象・社会状況等農業基礎情報を
持っている
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特徴 期待される役割
問題

（phenomena）
強み

（internal）
弱み

（internal）
FIS ・貧困削減のための資金提供 ・対象が広範囲 ・組織の設立期間が短い

・資金源が少ない
・人員不足

・受益者と直接結びついている
・プロジェクト実施の強い要望がある
・職員が効率よく働いている
・汚職が無い

・農産物の生産と販売の改善 ・生産物集荷場がある ・資金が不足している
・生産者の育成研修、技術指導 ・生産技術がある ・生産物商品化政策が無い
・生産物集荷場所の提供 ・農地がある ・資金調達の手段が限られている
・生産者プロジェクトの支援 ・組織である ・借り入れ金利が高い
・融資 ・市に認められたグループである ・仲買業者の介入がある

・組織化に対する市からの支援がある ・税金が高い
・コミュニティの人的資源がある ・資材価格が上がっている
・自然資源がある ・道具の価格が高く品質が悪い

・政府機関による介入がある
NGO ・教育・保健に関連する活動をしているNGOが多い ・組織体制が明確である ・資金不足

・農業・農村開発に関連する活動をしているNGOは少ない ・目的が具体的ではっきりしている ・法的な位置付けが不明確
・ミッション・ビジョンが明瞭である ・組織間の調整が不足している
・活動の範囲に関する知識が豊富 ・開発政策への影響が少ない
・実施能力がある
・成果主義である

・開発審議会への投資計画の策定
・SNIPのためのプロジェクトへの出資と評価
・COCODE県協議会の調整

・市計画課の支援
・社会基金を調整する県委員会の支援

保健省県事務所 保健関係サービスの実施 ・県内にサービスネットワークがある ・予算の減少
・個々人が業務に信念がある ・プログラム監理システムの改善が必要

・NGO、ASS、PSSとの調整をしている

・保健委員会とコンタクトがある
・人材がいる ・乳幼児死亡率が高い

県教育事務所 ・小学校は90％に行き渡っている ・就学前と中学の就学率が低い
・サービスに対する要求がある ・予算が少ない
・組織間の調整をしている

・カリキュラムが非現実的で構成が悪い
・共同組織がある

・コミュニティに受け入れられ信頼されてい
る

・対象事業：給水、学校建設、下水道、道路、便所、集会所、生産プロ
ジェクト、共同体の組織化と強化、フード・フォー・ワーク、生産プロジェ
クト研修等

・管理と技術人材の実施能力と専門性の
欠如

農民組織（Asociaciones
de Productores）

・並行して行われているプログラムとのコン
タクトが少ない

・就学前、小中学校レベルのフォーマル・インフォーマル教育サービス
の実施

・国際機関の技術的・経済的支援がある
・プログラム・プロジェクトのフォローが不十
分

・NGOが行っている農業関係の活動としては、能力向上・販売の支
援、プロジェクトへの資金提供等

経済企画庁
（SEGEPLAN）県事務所

・約1,500人のボランティアとコンタクトがあ
る

・他の関係機関（教育・NGO等）との調整
が出来ていない
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PCMワークショップ結果 b)-1 問題系図

農業技術普及
を促すメカニズ
ムが不足して

いる

コミュニティに
おいて、ICTA
の情報が不足

している

 MAGAの農業
技術普及体制
が機能してい

ない

 普及アクター
が自分の興味
のある農業技
術しか普及し

ない

 技術開発改善のための農
民の真のニーズがICTAに

充分届いていない

農民が移転さ
れた技術を使

わない

 ICTAの技術
受け入れに抵
抗する農民が

いる

ICTAとMAGA
の広報があま
り戦略的に行
われていない

農業技術普及
を行う公的機
関がなくなって

いる

知識普及のた
めの予算不足

普及員が充分
に機能してい

ない。

行政サービス
民営化の流れ

がある

政府規模縮小
を促す海外か
らの政治的圧
力Iがあった

統率する機関
がない

市に駐在して
いるMAGA職
員が活用され

ていない

COCODE経由
のニーズ把握
が確立してい

ない

ICTAの人材は
限られており
カバーできる
範囲が限られ

ている

生産物の市
場・価格が保
証されていな

い

文化・環境に
適合しない技

術がある

農民が融資を
利用できる状
況ではない

伝統文化が新
しい技術を受

け入れることを
拒んでいる

普及員が機能
する環境にな

い

普及員が不足
している

農業技術普及
プログラムが

ない

普及員と農民
のコミュニケー
ションがうまく
行ってない

活動意欲を高
めるような給

与が支払われ
ていない

能力のある普
及員がいるの
もかかわらず
活用されてい

ない

言葉の壁があ
り農民の技術
理解に限界が

ある

NGOその他の
組織がICTAの
技術を充分普
及していない

NGOによる技
術普及は調整
なしに行われ

ている

ICTAを紹介
する農民向
けの適切な
資料が不足

している

言葉の壁が
あり生産者と

のコミュニ
ケーションが
不十分であ

る

識字率が低
い

農民の技術受容
環境が不充分で

ある

ほとんどの農民
は組織化されて

いない

農民の教育レベ
ルが低い

小規模農民の農業生産性が低い

農民が適切な生産技術を知らな
い或いは適用していない

ICTAの持っている技術が農民に
活用されていない

ICTA以外の技術が農民に活用さ
れていない

Ⅱ
－
7
7

k.suzuki
スタンプ



PCMワークショップ結果 b)-2 目的系図

技術普及を促すメカニズムがあり機能する

農民の技
術受容環
境が整う

 MAGAの
農業技
術普及
体制が

機能する

 政府機関と
NGOが技術
普及を調整
しながら行う

 技術開発改
善のための
農民の真の
ニーズが

ICTAに充分
届く

農民が移転
された技術

を使う

農民が
ICTAの技
術を受け
入れる

ほとん
どの農
民が組
織化さ
れてい

る

農業技
術普及を
行う公的
機関が
ある

知識普
及のた
めの予

算がある

普及員
が充分
に機能
する。

農業技術
普及を統
括する所
を決める、
あるいは

作る

統率す
る機関
がある

農民ー
ICTAの
既存の
全ての
チャンネ
ルを活
用する

農民を
組織化

する

既存の
組織を
強化す

る

適正価格
で売買さ
れる市場
が約束さ
れている

文化・環
境に適合
した技術
がある

生産者
が融資
を利用
できる
ように
なる

伝統農
法につ
いて地
元プロ

モーター
を研修
する

農業技
術普及
プログ
ラムが
ある

普及員
が充分

いる

普及員が
普及活動

する環境が
整っている

普及員と農
民のコミュ
ニケーショ

ンがうまく行
く

技術者・
専門家
がおり、
活用で
きる

普及員
がコ
ミュニ
ティか
ら信頼
を得る

COCO
DEと農
民に農
業生産
意欲が

ある

コミュニ
ティにおい
て、ICTA
の情報が
充分に伝

わる

ICTAと
MAGA
の広報
戦略が

ある

ICTAを
紹介す
る農民
向けの
適切な
資料が
揃って
いる

生産者
とのコ
ミュニ

ケーショ
ンが十
分にと
れる

字が読
めない

農民でも
解るよう
な情報
がある

地元農業
プロモータ

を作る

地元農業
プロモー
タの養成
を行うプ
ログラム
がある

近隣の人
を集めて
プロモー
タ研修が
行われる

ICTAと
MAGAが地
元プロモー
タの重要性
を見出す

大学、農
業高校、
ICTAと

MAGAが
生産者教
育のプロ
グラムを

作る

地元プロ
モータをモ
ニターする
メカニズム
が作られ

る

農民に
新しい
技術へ
の関心
を持た
せる

簿記の
研修を
する

農産物
振興の
ための
融資利
用の研
修を行

う

農村開発銀行・
ガテインビエルテ・

NGO/組合の融資が
受けられる

小規模
生産者
が商品
化（国内
／国外）
できるよ
うに配慮

する

市場調
査に基
づいた
生産計
画を立
てる

生産者
に市場
につい
ての研
修をす

る

AXEPRO
NTにより
研修コー
スの実施

される

農民を支援す
るために

PRONACROM
の戦略につい
て分析する

自由貿易協定による国際
市場を利用する。

仲介業者なしで取引する

生産者／組合のための集
荷場を作る

ICTAと
MAGA
が関係
組織と
恒常的
にコンタ
クトをと

る

NGO,
農業委員、

マヤ女性協会、
サマラ川上流域農

業協会
（AAGRICARS)、

COMUDES、
市計画課、
農民組合

開発を
統括す
る部署
がある

ICTA
に技術
普及を
担当す
る部署
がある

普及人
材が転
職しな

い

普及員
が農民
にとっ
て適切
な時間
に活動
をする

普及員
が農民
にとっ
て適切
な言語
を使う

普及員
が使命
感を

持って
いる

普及員
の意欲
を高ま

る

原資が
あり、普
及員を意
欲的に
取組む

気にさせ
る給与が
支払わ
れる

仕事が出
来る環境
を作る

（車両、メ
ンテナン
ス、燃
料、日
当）

農業技
術普及
に大学
生を活
用する

ICTAに普
及を担当
する部署
がある。
開発を統
括する部
署があ

る。

NGOその他
の組織が

ICTAの技術
を活発に普

及する

影響地
域・範囲
が調整さ

れる

NGOが
ICTAの
技術を
習得す

る

普及に
関して
NGO間
の調整

がされる

ＮＧＯそ
の他の
組織の
普及員
の間で
経験の

共有をす
る

ICTAと
NGOその
他の組織
の間で戦
略を練り
実施する

調整役
がいる

NGOその
他の組織
の普及員
がICTA

の技術研
修を受け

る

予算が
ある

技術を
細分化

する

農民が
教育レ
ベルに
応じた
研修を
受ける

小規模農民の農業生産性が高まる

農民が適切な生産技術を知り適用する

ICTAの持っている技術が農民に活用される ICTA以外の技術が農民に活用される

グアテマラ政府の予算
措置が必要な事項

グアテマラ政府の政策
決定が必要な事項
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技術移転の流れ

例 No.1

ICTA MAGA普及員 農民リーダー

例 No.2

ICTA 農民リーダー

例 No.3

ICTA MAGA普及員 NGO 農民リーダー

例 No.4

ICTA NGO 農民リーダー

例 No.5

COCODE/
ICTA MAGA普及員 COMUDE 農民リーダー

農民組織

個別農家

農民組織

個別農家

農民組織

個別農家

農民組織

個別農家

農民組織

個別農家
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ニーズ把握の流れ

例 No.1

COCODE/

 COMODE

例 No.2

MAGA/ICTA
農民リーダー NGO 県事務所

例 No.3

MAGA/ICTA
農民リーダー MAGA普及員 県事務所

例 No.4

MAGA/ICTA
農民リーダー 農協、組合等 県事務所

農民リーダー ICTA

農民組織

個別農家

農民組織

個別農家

農民組織

農民組織

個別農家

個別農家
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PDM. Ver.0           2005.11.30
(4) ターゲット・グループ：小規模農民

プロジェクト要約 指標 指標入手手段 外部条件

スーパーゴール

西部中央高原地域の小規模農民がより良い生活レベルを持つ。

上位目標

生産者が生産及び市場について適切な技術を知りそれを活用する。

プロジェクト目標

小規模農民のための農業技術及びマーケティングの普及メカニズムが確立
し機能する。

ICTAは、小規模農民に普及するための適切な農
牧技術を開発し続ける。

成果

1) 研修を受けるために農民が組織化されており、モチベーションがある。 NGOが構築したメカニズムに参加し続けること。

2)  コミュニティにICTAに関する情報が届くようになる。

3) ICTAの技術及びその他の実証された技術を用いたMAGAの普及システ
ムが機能する。

4) NGOやその他の機関がICTAの技術及びその他の実証された技術を普及
する。

5) さまざまな機関の間の普及のための調整システムが確立し、機能する。

6) 農民の実際のニーズがICTAに届く。

7) 農民が普及された技術を実際に活用する。

活動

1-1　地域・県・市・村のそれぞれの当局から組織化の現状と可能性について
情報を集める。

グアテマラ国 日本国

1-2　 コミュニティ集会を召集する。 ①人員の配置 ①専門家派遣

1-3　農民に対して適切な生産技術を活用することの利点を啓発する。

    プロジェクトディレクター、プロジェクトマネー

ジャー、C/P、プロジェクト車両の運転手、秘書
及びその他必要な人材

長期専門家：数名
短期専門家：必要性に応じて派遣

1-4　農民を組織化して、組織運営について研修を行う。 ②活動に必要な執務室や施設 ②C/P研修

2-1　ICTAの持つ技術を紹介する資料／教材を農民に分かり易い形で作成
する。

③ローカルコストの負担 日本国または、第3国での研修（必要に応じ
て）

2-2　上記の情報が各コミュニティに届くための戦略を策定する。 ③機材供与

2-3　普及員・NGO・COCODE等の利用出来るチャンネルを使って上記の情
報を農民に伝える。

プロジェクト活動に必要な機材

3-1　ICTA以外の組織の持つ技術をICTAで検証する体制を構築して、検証
を行う。

3-2　農業技術普及プログラムを作成する。

3-3　上記プログラムに基づいて、必要な普及員を確保し、各地域に配置す
る。

3-4　農民に分かり易い適切な普及活動を行うための普及マニュアルを作成
する。

プロジェクト名：グアテマラ中央高原地域生活向上のための対零細農家農業技術普及メカニズム構築計画

(3) 対象地域：グアテマラ国西部高原地帯3県（ケツァルテナンゴ、ソロラ、トトニカパン）

投入

(1) 協力期間：5年間、(2) 協力相手先機関： 農牧食糧省（MAGA）、農業技術研究庁（ICTA）
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3-5　 ICTAの技術及び3-1で検証された技術に関して普及員を研修する。

3-6　普及員が対象農民の状況を的確に把握し、適正な活動計画を策定でき
るよう、必要な研修を行う。

3-7　普及員の適切なパーフォーマンスを促進し、モニタリングする。

4-1　ICTAの技術及び3)-1で検証された技術に関して、NGOその他関係機
関の普及員を研修する。

4-2　NGOその他関係機関による上記技術の普及計画を策定し、実施する。

4-3　大学、農業学校に働きかけ学生の普及活動への参加を促進する

5-1　地域の普及アクター（MAGAのテクニコ・エクステンショニスタとその他の
機関の普及要員を指す）のアベイラビリティに応じた普及計画を策定する。

5-2　MAGA、ICTA、NGOその他の普及アクターの間で定期的な会議を実
施し、情報交換、経験の共有及び活動の調整を行う。

6-1　農民を組織化する（1-4に同じ）。

6-2　COCODE、COMUDEを通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築す
る。

6-3　NGO、生産者組合を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する。

6-4　ICTA、MAGAが6-1~3のチャンネルとのパーマネントなコンタクトを確立
する。

（販売経路の確立）
7-1　採算者を組織化する（1-4に同じ）

7-2　市場に関する情報や知見を有している団体（AGEXPRONT等）の協力
を得て、市場に関して普及アクターを研修する。

7-3　普及アクターが市場メカニズムに関して農民を研修する。

7-4　国内外の販路の確保を支援する。
（融資へのアクセス）
7-5　融資のアクセスについて研究し、普及アクターへの研修を行う。普及アク
ターから農民への研修を行う。

7-6　経営そして会計に関して、普及アクターへの研修を行う。普及アクター
から農民へ研修を行う。

　（文化的抵抗への配慮）
7-7　ICTAの技術の有効性について、普及アクターが農民へ研修・啓発を行
う。

前提条件

7-8　伝統的農業方法について普及アクターへの研修をする。 NGOが普及メカニズムに参加することに合意する。

＊活動を行うためにプロジェクトの初期段階において普及の現状調査を行
う。また、コミュニティレベルでの具体的な体制を作るサイトを選定する。＊

MAGAが農牧技術普及のための十分な人数の技

術者（TECNICOS）を備える。

Ⅱ
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活動計画

活動

1-1　地域・県・市・村のそれぞれの当局から組織化の現状と可能性につ
いて情報を集める。

1-2　コミュニティ集会を召集する。

1-3　農民に対して適切な生産技術を活用することの利点を啓発する。

1-4　農民を組織化して、組織運営について研修を行う。

2-1　ICTAの持つ技術を紹介する資料／教材を農民に分かり易い形で
作成する。

2-2　上記の情報が各コミュニティに届くための戦略を策定する。

2-3　普及員・NGO・COCODEなどの利用出来るチャンネルを使って上記
の情報を農民に伝える。

3-1　ICTA以外の組織の持つ技術をICTAで検証する体制を構築して、
検証を行う。

3-2　農業技術普及プログラムを作成する。

3-3　上記プログラムに基づいて、必要な普及員を確保し、各地域に配置
する。

3-4　農民に分かり易い適切な普及活動を行うための普及マニュアルを
作成する。

3-5　ICTAの技術及び3-1で検証された技術に関して普及員を研修す
る。

3-6　普及員が対象農民の状況を的確に把握し、適正な活動計画を策定
出来るよう、必要な研修を行う。

3-7　普及員の適切なパーフォーマンスを促進し、モニタリングする。

4-1　ICTAの技術及び3)-1で検証された技術に関して、NGOその他関係
機関の普及員を研修する。

4-2　NGOその他関係機関による上記技術の普及計画を策定し、実施す
る。

4-3　大学、農業学校に働きかけ学生の普及活動への参加を促進する

5-1　地域の普及アクター（MAGAのテクニコ・エクステンショニスタとその
他の機関の普及要員を指す）のアベイラビリティに応じた普及計画を策
定する。

5-2　MAGA、ICTA、NGOその他の普及アクターの間で定期的な会議を
実施し、情報交換、経験の共有及び活動の調整を行う。

6-1　農民を組織化する（1-4に同じ）。

6-2　COCODE、COMUDEを通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築
する。

6-3　NGO、生産者組合を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築す
る。

6-4　ICTA、MAGAが6-1~3のチャンネルとのパーマネントなコンタクトを
確立する。

（販売経路の確立）
7-1　採算者を組織化する（1-4に同じ）

7-2　市場に関する情報や知見を有している団体（AGEXPRONT等）の
協力を得て、市場に関して普及アクターを研修する。

7-3　普及アクターが市場メカニズムに関して農民を研修する。

7-4　国内外の販路の確保を支援する。

（融資へのアクセス）
7-5　融資のアクセスについて研究し、普及アクターへの研修を行う。普
及アクターから農民への研修を行う。

7-6　経営そして会計に関して、普及アクターへの研修を行う。普及アク
ターから農民へ研修を行う。

　（文化的抵抗への配慮）
7-7　ICTAの技術の有効性について、普及アクターが農民へ研修・啓発
を行う。

7-8　伝統的農業方法について普及アクターへの研修をする。

＊活動を行うためにプロジェクトの初期段階において普及の現状調査を
行う。また、コミュニティレベルでの具体的な体制を作るサイトを選定す
る。＊

プロジェクト名：グアテマラ中央高原地域生活向上のための対零細農家農業技術普及メカニズム構築計画

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次
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プロジェクト骨子（案） 

 

プロジェクトの内容 

(1) プロジェクト名（案）：グアテマラ国西部小規模農家高原地域生活改善のための農業技術普及 

メカニズム構築計画 

(2) グアテマラ国側実施機関：MAGA、ICTA 

(3) 基本計画 

1) スーパーゴール  ：西部高原地域の小規模農民がよりよい生活レベルを持つ。 

2) 上位目標        ：小規模生産者が生産及び余剰農産物の市場について適切な技術を知りそ

れを活用する。 

3) プロジェクト目標：小規模農民のための農業技術及びマーケティングの普及メカニズムが 

確立し機能する。  

(4) 成果  

①研修を受けるために生産者が組織化されており、モチベーションがある。 

②コミュニティに ICTA に関する情報が届くようになる。    

③ICTA の技術及びその他の実証された技術を用いた MAGA の普及システムが機能する。 

④NGO やその他の機関が ICTA の技術及びその他の実証された技術を普及する。 

⑤様々な機関の間の普及のための調整システムが確立し、機能する。 

⑥生産者の実際のニーズが ICTA に届く。    

⑦生産者が普及された技術を実際に活用する。 

(5) 活動 

①-1  地域・県・市・村のそれぞれの当局から組織化の現状と可能性について情報を集める。 

①-2  コミュニティ総会を招集する。   

①-3  小規模農民に対して、適切な生産技術を活用することの利点を啓発する。 

①-4  農民を組織化する。 

①-5  農民に組織運営について研修を行う。 

②-1 ICTA の持つ技術を紹介する資料／教材を農民に分かり易い形で作成する。  

②-2 上記の情報が各コミュニティに届くための戦略を策定する。   

②-3 普及員・NGO・COCODE等の利用できるチャンネルを使って上記の情報を農民に伝える。 

③-1 ICTA 以外の組織の持つ技術を ICTA で検証する体制を構築して、検証を行う。 

③-2  農業普及プログラムを作成する。 

③-3 上記プログラムに基づいて、必要な普及員を各地域に配置する。 

③-4  農民に分かり易い適切な普及活動を行うための普及マニュアルを作成する。 

③-5  ICTA の技術及び 3)-1 で検証された技術に関して、普及員を研修する。  

③-6 普及員が対象農民の状況を的確に把握し、適正な活動計画を策定出来るよう、必要な研

修を行う。    

③-7 普及員の適切なパーフォーマンスを促進し、モニタリングする。   

付属資料 5
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④-1 ICTA の技術及び 3)-１で検証された技術に関して、NGO その他関係機関の普及員を研修

する。    

④-2 NGO その他関係機関による上記技術の普及計画を策定し、実施する。 

④-3 大学、農業学校に働きかけ、学生の普及活動への参加を促進する。 

⑤-1 地域の普及アクター（MAGA のテクニコ・エクステンショニスタとその他の機関の普及

要員を指す）のアベイラビリティに応じた普及計画を策定する。   

⑤-2  MAGA、ICTA、 NGO その他の普及アクターの間で定期的な会議を実施し、情報交換、

経験の共有及び活動の調整を行う。    

⑥-1 農民を組織化する（1-4 に同じ）。 

⑥-2 COCODE、COMUDE を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する。 

⑥-3  NGO、生産者組合を通じた農民ニーズの把握メカニズムを構築する。 

⑥-4 ICTA、MAGA が 6)-1～3 のチャンネルとのパーマネントなコンタクトを確立する。 

（販売経路の確立） 

⑦-1 生産者を組織する（(1)-4 に同じ）。     

⑦-2 市場に関する情報や知見を有している団体（AGEXPRONT 等）の協力を得て、市場に関

して普及アクターを研修する。    

⑦-3  普及アクターが市場メカニズムに関して農民を研修する。 

⑦-4 農民組織が国内外の販路を見つけるのを支援する。  

 

（融資へのアクセス）   

⑦-5  融資のアクセスについて研究し、普及アクターへの研修をする。普及アクターから農民

への研修を行う。  

⑦-6 プロジェクト形成の仕方、経営そして会計に関して、普及アクターへの研修を行う。普

及アクターから農民への研修を行う。  

 

（文化的抵抗への配慮） 

⑦-7 ICTA の技術の有効性について、普及アクターが農民に研修・啓蒙を行う。  

⑦-8 伝統的農業方法について普及アクターへの研修をする。 

*活動を行うためにプロジェクトの初期段階において農業技術普及の現状調査行い、また、市/

コミュニティレベルでの具体的体制を作るサイトを選定する。 
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プロジェクト対象地域の人口、先住民比率、教育・保健、インフラ整備状況 

 

１．農村生活基盤 

(1) 教育・保健インフラ 

表 1-1 は、プロジェクトを実施する場合のモデルサイト候補として選定された 15 市の小中

学校数、保健センター数、保健所数と人口である。小中学校の数は、市の人口に応じて設置

数が異なるが、人口当りの設置数は一定ではなく場所によって差がある。保健インフラとし

て、各市に保健センターあるいは保健所が設置されている。表 1-1 から分かるように、人口

当りの設置数には地域差がある。通常、保健センターには、医師 1 人と看護師数人が配置さ

れており、保健所（ヘルスポスト）は、看護師 1 人が配置されている。 

 

表 1-1  モデルサイト候補市の教育・保健インフラと人口 

県 市 小学校数 中学校数

保健セ 
ンター 
数 

保健 
所数 人口 

1. Momostenango NGO 82 7 1 5 87,340トトニカパ

ン 2. San Cristóbal de Totonikapán 21 1 1 3 30,608
3. Santa Lucía Utatlán 18 4 1 1 18,011
4. San José Chacayá 7 0 0 1 2,445
5. Santa Cruz la Laguna 6 1 0 2 4,197
6. San Antonio Palopá 14 3 0 2 10,520

ソロラ 

7. San Andrés Semetabaj 14 8 0 3 9,411
8. San Carlos Sija 46 15 1 5 29,794
9. San Francisco la Union 7 2 1 0 7,403
10. Palestina de los Altos 12 2 1 4 11,682
11. Sibilia 18 2 1 2 7,796
12. Cajolá 6 1 1 0 9,868
13. San Juan Ostuncalgo 34 6 1 5 41,150
14. Concepción Chiquirichapa 13 3 1 0 15,912

ケツァルテ

ナンゴ 

15. San Martin Sacatepeques 20 3 1 2 20,712
              出典：JICA（2005 年）

 

 (2) 農村インフラ 

  ①道路  

 

表 1-2 対象 3 県の道路網とその延長距離（km） 
 ケツァルテナンゴ ソロラ トトニカパン 
道路種類 舗装道路 砂利道 舗装道路 砂利道 舗装道路 砂利道 
中央アメリカン 
道路 58 － 53 － 61 － 

国道 122 28 86 10 15 42 
県道 100 142 73 89 22 92 
農村道路 － 172 － 99 － 353 
合計 280 342 212 198 98 487 

出典：Dirección General de Caminos, Guatemala, 1999

付属資料 6
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対象 3 県には、中央アメリカン道路（CA-1）が通っており、グアテマラシティ、ウエウ

エテナンゴと繋がっている。また、国道も国道 1 号、9N 号、13 号が通っている。表 1-2 は、

それぞれの総延長距離である。ほとんどの農村道路は未舗装の状態である。急峻な傾斜地の

多い地区の村では、村落内道路の舗装を、市等の資金助成を受けて住民参加で行っていると

ころがある。 

 

②電気・水供給・衛生設備 

表 1-3 は、1994 年の国家統計に示された対象 3 県での電気、飲料水（水道）、衛生設備（水

洗便所）、の普及率である。ケツァルテナンゴの衛生設備普及率が他の 2 県に比べて高くな

っている。これは、県都であるケツァルテナンゴ市がグアテマラ第 2 の都市であり、他の 2

県の主要都市よりはるかに規模が大きく、下水道が整備されているためと思われる。 

2002 年の国家統計では、電気、飲料水（水道）、衛生設備（水洗便所）の全国平均普及率

は、それぞれ 79.6％、74.6％、41.9％である。農村部だけをとってみると、それぞれ、64.4％、

59.6％、11.5％である。農村部での衛生設備の普及率が低くなっている。 

 
表 1-3  対象 3 県における電気、水道、水洗便所の普及率 

 ケツァルテナンゴ ソロラ トトニカパン 
電気 61.9％ 54.3％ 56.0％ 
飲料水（水道） 68.9％ 84.9％ 70.9％ 
衛生設備（水洗便所） 30.4％ 14.1％ 10.4％ 

出典：日本工営・アジア航測（2001 年）

 

２．農村社会 

 (1) 人口、先住民比率 

表 2-1 は、対象 3 県の人口とその社会状況である。先住民比率の高い地域であるため、先

住民の県人口に占める割合は、ケツァルテナンゴ 70.3％、ソロラ 96.4％、トトニカパン 98.3％

である。対象 3 県の先住民の主な部族は、カクチケル、キチェ、マムである。対象 3 県は人

口密度が全国でも高く、首都グアテマラとサカテペケス県に次いで、全国 3，4，5 番目の人

口密集地になっている。 

 
表 2-1 対象 3 県の人口、先住民比率 

 ケツァルテナンゴ県 ソロラ県 トトニカパン県 
総人口 624,716 307,661 329,254 
人口密度（人／km2） 320 289 310 
農村部人口割合 36.9％ 51.2％ 64.2％ 
先住民比率 70.3％ 96.4％ 98.3％ 
主要先住民族 カクチケル、キチェ カクチケル、キチェ キチェ、マム 

出典：国家統計局（2002 年）

 

(2) 教育・保健 

グアテマラ国の教育レベルは一般に低く、2002 年の国家統計よると、7 歳以上の国民の

28.2％が無学歴者である。その他の学歴別の人口比は、短大・大学入学経験者 3.6％、中高校
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入学経験者 16.4％、小学校入学経験者 50.7％となっており、高等教育経験者は極めて少ない。

都市部と農村部の学歴格差は大きく、都市部の無学歴者は 16.7％に対し農村部では 38.8％と

なっている。農村部に大学入学経験者はほとんどいない（表 2-2）。グアテマラ国は非識字率

も高く、15 才以上の国民の 28.5％を占める。対象 3 県における非識字率は 1994 年の国家統

計では、ケツァルテナンゴ 32.0％、ソロラ 55.7％、トトニカパン 50.2％である。全国の非識

字率は、1994 年に 34.1％であったが 2002 年には 28.5％に改善されているので、対象 3 県に

おいても現在は改善されていると思われるが、地域差があることに変わりはないだろう。 

開発調査報告書1によると、1999 年の各県の乳幼児死亡率は、ケツァルテナンゴが 100 人当

り 43.0 人、ソロラ 48.7 人、トトニカパン 56.0 人となっている。乳幼児の死亡原因の主なも

のは、肺炎、下痢性疾患、出産性敗血症、出産時の仮死、気管支炎等である。また、成人の

主な死亡原因は、肺炎、下痢性疾患、栄養失調、出産性敗血症等がある。その他、頻度の高

い疾患としては、寄生虫、皮膚病、アメーバ症等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

                                            
1 日本工営・アジア航測（2001） 

表 2-2 グアテマラ国民の教育レベル 

 就学前教育 小学校経験者 中高校経験者 大学経験者 無学歴 

全国 1.1％ 50.7％ 16.4％ 3.6％ 28.2％ 

都市部 1.0％ 48.2％ 27.1％ 7.0％ 16.7％ 

農村部 1.2％ 53.0％  6.5％ 0.5％ 38.8％ 

出典：国家統計局（2002 年）
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